
※Hydro Q-BiC®は、日本における清水建設（株）の登録商標です

ゼロの先にある
豊かさをつくる、
シミズの
環境ビジョン 取締役

 川田 順一

EnvironmentE

環
境問題を解決するために残された時間は多くあり

ません。人間の営みが地球環境に与える負荷は、

産業革命以降に顕著になり、気候変動や生物多

様性の損失など大きな脅威となって現れてきてい

ます。社会インフラを建造する際に、環境に何ら

かの影響を与えている当社グループは、これらの問題に真摯に取り組む責任

があります。一方で、私たちの行動次第で、地球環境の保全・回復に大きく貢

献できる可能性もあります。

2021年度に策定したグループ環境ビジョン「SHIMZ Beyond Zero 

2050」では、自社活動による環境への負の影響をゼロにするだけでな

く、お客様や社会にプラスの環境価値を提供したいという想いを込めて

“Beyond”という言葉を使いました。当社グループが目指す2050年の社会

を「脱炭素社会」「資源循環社会」「自然共生社会」とし、これらの社会の実現

を目指して様々な取り組みを進めていくことを掲げています。「脱炭素社会」

に向けては、自社の作業所・オフィスからのCO2排出量をゼロにするだけで

なく、設計施工建物の運用時のCO2排出量ゼロを目指すとともに、再エネ施

設の建設、再エネ事業の推進、脱炭素のための技術開発など、幅広く貢献し

ていきます。「資源循環社会」に向けては、自社事業による廃棄物の最終処分

をゼロにするとともに、資材調達から解体までの施設ライフサイクルにわたっ

て資源循環に取り組みます。「自然共生社会」に向けては、グリーンインフラ

の導入により生物多様性をプラスにし、人と自然との持続可能な共生を目指

します。

これら３つの社会は別個に成立するものではありません。例えば、資源を循環

させることで廃棄物が減少して脱炭素化に貢献し、脱炭素により気候変動

が緩和されることで生物多様性の保全につながります。このような社会が実

現した未来像からのバックキャストの視点で当社グループが今何をすべきか

を考え、既に次頁以降でご紹介する取り組みを始めています。

環境ビジョンを達成するために自社のみでできることは限られており、今後

はサプライチェーンでの協業や異業種との連携などをますます進めていく必

要があります。環境を軸とした企業活動の推進と、多様なステークホルダー

との共創を通じて、持続可能な未来社会の実現に貢献していきます。

近年、異常気象やエネルギー価格の

高騰など、社会を取り巻く環境が劇

的に変化しており、企業には環境問

題、とりわけ脱炭素への迅速な対応

が求められています。

対応には二つの側面があります。一

つは自社の環境問題への取り組み、

もう一つは社会の要請に応えるとい

うことです。前者については、世の中

の変化に即した対応が必要であり、

場合によっては目標や計画を修正し

ながら進める必要があります。後者

については、当社が社会インフラや

建物に関連して環境に配慮した活動

を行っていることをより積極的にア

ピールしつつ、社会要請に応える活

動をビジネスチャンスにつなげてい

かなくてはなりません。

これらを外部環境の変化に応じて迅

速に進めるためには変革が必要で

す。当社は長い歴史を持ち、統制が

しっかり取れている会社です。逆に

その高い規律性が今後の変革を邪

魔することのないよう、社外取締役

として、他業種で培った経験を踏ま

えて変革を促し、企業価値の向上に

貢献していきたいと考えています。
建物付帯型水素エネルギー利用システム「Hydro Q-BiC®」※ 自然生態系・資源・生活環境の3つの再生をテーマとして実証実験を実施

環境

子どもたちに持続可能な未来社会を残すため、
私たちにできることは何かを考えながら、
グループ環境ビジョン「SHIMZ Beyond Zero 2050」を
策定しました。
自社の活動による環境への負の影響をゼロにするだけでなく、
お客様や社会にプラスの環境価値を提供していくことが
私たちの使命と考えています。

執行役員
環境経営推進室長
コーポレート企画室 SDGs・ESG推進部長 金子 美香

都市型ビオトープ「再生の杜」水素エネルギー利用システム

SHIMZ Beyond Zero 2050 
https://www.shimz.co.jp/beyondzero/

社外取締役からひと言
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Environment 環境

当社およびグループ会社は、気候変動を含む環境問題を重要な

経営課題の一つと位置付け、ESG経営の観点からも気候関連の

情報開示が必要不可欠と認識しています。2019年にTCFD提

言への賛同を表明して「TCFDコンソーシアム」に参画。TCFD提

言に沿った気候関連の情報を開示しています。

戦略

当社グループの事業に影響を与える気候関連のリスクと機会

は、脱炭素社会の構築に必要な政策や規制の強化および市場

の変化等の「移行」に関するものと、地球温暖化による急性的・慢

性的な「物理的変化」が考えられます。また、「2050年までにカー

ボンニュートラル達成」との日本政府の方針が示され、ビジネス

モデルの変革や産業構造の転換が求められており、既に市場や

社会環境の変化も生じています。

全社横断的なTCFDワーキンググループでは、「移行」および「物

理的変化」が事業に与えるリスクと機会を抽出・分類し、その影

響度、影響時期および当社グループの対応を分析しています。

2021年度の検討では、各リスクと機会が事業に強く影響を及ぼ

すと考えられる時期を想定したほか、財務的な影響についても

一部試算しました。その結果、「省エネルギービルのニーズ拡大」

「再生可能エネルギーのニーズ拡大」「国土強靭化政策の強化」

「気候変動による市場の変化」など多くの事業機会があること

を確認しました。また、「夏季の平均気温上昇」などのリスクにつ

エコロジー・ミッション2030-2050
当社では2005年の京都議定書の発効を契機に、CO2排出量削

減の中長期目標「エコロジー・ミッション」を設定しています。施工

時、自社オフィス、省エネ設計のカテゴリーごとに目標を設定し、

全社を挙げて気候変動対策に取り組んでいます。

施工時の取り組みとしては、エネルギー生産性の向上、軽油から

バイオ燃料等の代替燃料や電力へのシフト、電力の再エネ化が

挙げられます。2020年度より開始した建設現場でのグリーン電

力証書適用は、延べ22現場、12GWhに到達しました。

自社オフィスでの取り組みとしては、2021年度から開始した本

社屋での使用電力の水力発電由来「アクアプレミアム」への切り

替えや、支店社屋の順次ZEB化が挙げられます。

設計施工建物では、建物用途ごとに目標を定め、省エネ性能の

向上に取り組んでいます。お客様物件のZEBの設計施工実績も

順調に増えています。

ガバナンス

当社は環境問題に関する方針および施策を審議する「SDGs・

ESG推進委員会」を設置しています。当委員会はSDGs・ESG担当

役員、安全環境担当役員および各事業担当役員などにより構成

され、気候関連のリスクと機会の特定と評価の結果を審議すると

ともに、「エコロジー・ミッション2030-2050」の達成度も管理し

ています。また、これらの審議の結果は取締役会に報告され、監督

する体制となっています。さらに、環境経営推進室が、環境ビジョン

「SHIMZ Beyond Zero 2050」の達成に向けた活動の管理を

行っています。

指標と目標

当社グループは、気候関連問題が事業に及ぼす影響を評価・管

理するため、CO2総排出量を指標とし、SBT※（2019年9月にSBT

イニシアティブから認証を取得）に基づいた中長期の削減目標を

設定しています。さらには「SHIMZ Beyond Zero 2050」に基づ

リスク管理

SDGs・ESG推進委員会では、当社の気候関連のリスク管理につ

いても審議しています。また当委員会は、地球温暖化に対するリス

ク管理として、事業によるCO2排出量の削減目標を設定し、目標

を達成するための具体的な施策を決定するとともに、排出量の定

期的監視を実施しています。

気候変動対策（エコロジー・ミッション2030-2050）
https://www.shimz.co.jp/company/csr/environment/
performance/eco

産業革命以降、人類が排出し続けてきた温室効果ガスは、
異常気象の頻発化・激甚化などを引き起こし、人類の活動
の脅威となりつつあります。
資材製造・施工・建物運用時の合計で世界のCO2排出量の
約４割を占めるといわれる建設業は、気候変動の緩和に大き
く貢献できる可能性があります。その他にも再エネ施設の建
設や再エネ事業などを含め、多方面で脱炭素の取り組みを
推進していきます。

脱炭素

リスクと機会

対象Scope

基準年
排出量 排出量実績 目標年排出量

2017年度 2021年度 2023年度 2030年度 2050年度

Scope1※1

＋
Scope2※2

275,575 233,096
(▲15.4%)

248,040
（▲10％）

184,650
（▲33％）

0
（▲100％）

Scope3※3

（Category11※4） 7,422,916 5,407,779
(▲27.1%) − 5,938,400

（▲20％）
0

（▲100％）

TCFD提言に基づく気候関連の情報開示
https://www.shimz.co.jp/company/csr/environment/tcfd/

※1 影響時期：短期3年以内・中期3年超～10年以内・長期10年超と設定　※2 BSP：Building Service Providerの略称で、竣工後の施設運営管理サービスを総合的に提供するもの　※3 ZEB：Zero Energy Buildingの略称で、
建物で消費する一次エネルギーの収支をゼロとする建築物　※4 BEMS：Building Energy Management Systemの略称で、ビルエネルギー管理システム ※5 サステナビリティ・リノベーション：環境性能、BCP性能、健康・快適性の
向上を柱とした既存建物の改修 ※6 Self-Elevating Platform：自己昇降式の作業船 ※7 ecoBCP：平常時の節電・省エネルギー（eco）対策と非常時の事業継続（BCP）対策を両立する施設・まちづくり

※1 Scope1：重機等の燃料使用に伴う排出（直接排出）　※2 Scope2：購入した電力・熱の使用に伴う排出
（電力会社等による間接排出）　※3 Scope3：サプライチェーンにおけるその他の間接排出　
※4 Category11：（販売した製品の使用）設計施工ビルの運用時CO2排出量

エコロジー・ミッション2030-2050

1990 2021 20502030 年度

0%

▲100%

▲80%

▲60%
▲70%

▲50%
▲40%

▲54%
▲66%

▲70%
▲100%

▲100%

▲70%

▲100%

2017年度比▲15%

2017年度比▲22%

省エネ設計による建物運用時CO2
(床面積当たり排出量比)

施工時CO2(総排出量比)

自社オフィスのCO2(総排出量比)

1990年度比▲62%

1990年度比▲60%

影響度： リスク「↓↓↓（大）」「↓↓（中）」「↓（小）」　機会「↑↑↑（大）」「↑↑（中）」「↑（小）」

いては、グループ全体で対応を進めています。今後も、これらの

分析結果を事業戦略に活かしていきます。

き、2050年度のCO2排出量をゼロとする目標を、2021年度に設

定しました。
※SBT：Science Based Targets（科学的根拠に基づく目標）

世界の平均気温の上昇を「2℃（1.5℃）未満」に抑えるための、企業の科学的な知見
と整合した温室効果ガスの排出量削減目標

単位t-CO2

要因 事業への影響 影響度 影響時期※1 当社の対応　

移
行
シ
ナ
リ
オ

リスク

脱炭素社会に向けた各
種規制の強化

・高環境負荷に対する新築ビル規制が導入され、新築ビル建
設コストが上昇し、需要が減少する。
一方でリニューアル等の需要が増加するため、それに対応す
る組織体制が必要となる。

・投資開発事業では、省エネ設備等の整備により物件の建設
コストや運用コストが上昇する。

↓↓ 中期～長期
・施設運用サービスを担当するBSP※2事業を組織
・リニューアル営業を強化
・ビルマネジメントの人財育成（グループ会社の技術研修センターを活用）
・コストパフォーマンスを考慮した高い環境性能ビルを提供

炭素価格付け
（カーボンプライシング）
の導入

・事業活動で排出するCO2に炭素価格が課金され、コスト増
となる。 ↓ 中期～長期 ・CO2削減目標「エコロジー・ミッション2030-2050」のうち、施工時およ

び自社オフィスからのCO2排出量を削減

機会

省エネルギービルの
ニーズ拡大

・ZEB※3の新規案件や、省エネルギーリニューアル案件の需要
が増加する。

・投資開発事業では、ZEB・BEMS※4等に対応した物件の価値
が向上する。

・CO2排出量削減効果のある構造、材料のニーズが増加する。

↑↑↑ 中期

・ZEBの設計施工を推進
・サステナビリティ・リノベーション※5の実績を基に、既存施設のバリュー

アップを推進
・ZEBの建設実績を基に投資開発事業を推進し、シミズブランドを展開
・木造、木質構造の普及促進

再生可能エネルギーの
ニーズ拡大

・再生可能エネルギー関連の事業が拡大する。
・再生可能エネルギー施設建設の需要が増加する。 ↑↑↑ 短期～中期

・太陽光、風力、バイオマス、地熱、小水力等の再生可能エネルギー事業
を推進

・電力小売り事業による低炭素電力の供給
・大型洋上風力発電施設建設のため、SEP船※6を建造中
・水素エネルギー利用システムを開発・実用化

CO2排出量削減強化に
対する評価の高まり

・CO2排出量を削減できた企業に対するESG投資が増加する。
・グリーンファイナンスによる資金調達の機会が増加する。 ↑↑ 短期～中期 ・「エコロジー・ミッション2030-2050」達成に向けた施策を推進

・ESG債を中心としたグリーンファイナンスによる資金調達を継続実施

物
理
的
シ
ナ
リ
オ

リスク

夏季の平均気温上昇
・技能労働者不足の課題が、屋外労働環境の悪化によりさら

に深刻化する。
・屋外での作業者を中心に、熱中症等の健康被害が増加する。

↓↓↓ 中期
・ロボット、ITC、AI等を活用し、現場の省人化と生産性の向上を推進
・働き方改革や熱中症対策など、労働環境を改善
・ものづくり研修センターや匠技塾を活用し、従業員と技能労働者を育成

気象災害の頻発・激甚化

・サプライヤーの被災により、資材や労務等の調達が困難になる。
・現場の操業が困難になるほか、第三者被害を与えるリスクも

高まる。
・投資開発事業では、保有物件のライフラインが被災した場合

は、事業補償やレピュテーショナルリスクが増大する。

↓↓ 短期～中期

・グループ会社や協力会社を中心に、サプライヤーとの連携を強化
・施工時の仮設計画で、第三者を含む防災対策を検討
・インフラ関連施設の設計および施工前に、浸水対策を含む防災計画を

策定
・新築および既存施設のecoBCP※7を推進

機会

国土強靭化政策の強化 ・洪水や暴風雨対策のためのインフラ建設やメンテナンス、建
物リニューアル工事が増加する。 ↑↑↑ 短期～中期 ・インフラ整備事業の受注活動強化

気候変動による
市場の変化

・自然災害の激甚化を見据えた建物の新築およびリニューア
ルの市場が拡大する。

・自然災害や海面上昇等の影響で、施設の移転ニーズが増加
する。

・気候変動による自然災害や健康被害を防止し、社会・暮らし
を守るまちづくりの需要が増加する。

↑↑↑
短期 ・BCP対策の提案を強化（ハザードマップを活用した設計提案等）

・安全・健康に配慮したスマートシティ建設を推進

中期～長期
・非建設分野における新たな事業の創出
 自然災害に対する衛星データの活用
 環境アイランド「GREEN FLOAT」の開発 等

インフラ整備・運営等の
公共サービスの民間解
放の加速

・自然災害からの復興による財政圧迫のため、インフラの整
備・運営事業の市場が民間企業に開放され、新たな事業機
会が創出される。

↑↑ 中期 ・PFI事業の実績を基に、公共インフラ施設の運営事業を推進

TCFD
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資源循環

NEDOムーンショット型研究開発事業「C4S研究開発プロジェクト」
https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/foe/press/
setnws_202104151058544435600863.html

ニュースリリース
日本最高クラスの環境性能を備えるオフィス

「清水建設北陸支店新社屋」が竣工
https://www.shimz.co.jp/company/about/news-release/
2021/2021006.html

サステナブル・リノベーションによる『ZEB』を実現
ゼロエミッション国際共同研究センター ―産業技術総合研究所―
https://www.shimz.co.jp/topics/construction/item24/
index.html

ニュースリリース
コンクリート表層に塗布した含浸剤でCO2吸収を促進
https://www.shimz.co.jp/company/about/
news-release/2022/2022017.html

環境配慮型コンクリート
資源循環型カーボンニュートラルコンクリートの開発

当社は、コンクリートのリサイクル技術「コンクリート資源循環シ

ステム」を世界に先駆けて実践してきました。

近年は、資源循環問題に加えて、温室効果ガスであるCO２を活

用したコンクリート技術の開発にも取り組んでいます。東京大

学などとともに、大気中のCO２と水と使用済みコンクリートのみ

を用いて、化石の生成プロセスを参考に、砕いた使用済みコン

クリートの粒子間に炭酸カルシウムを迅速かつ強制的に析出さ

せ、カルシウムカーボネートコンクリート（CCC）として一体固化

する世界初の製造技術を開発し、小型供試体の作成を実現しま

した。2030年の建物への実装を目指して取り組んでいます。

既設コンクリート構造物でのCO2吸収・長寿命化

北海道大学と共同で、既設のコンクリート構造物を利用して大気

からのCO２吸収を促進する技術「DAC（Direct Air Capture）

コート」を開発しました。表層に塗布した含浸剤を介して、コンク

リート構造物に大気中のCO２を塗布前の1.5倍以上を吸収・固

定化させるものです。含浸剤の主材となるアミン化合物は、防

食性能も有しているため、コンクリートの中性化に起因する鉄筋

の腐食を抑制し、鉄筋コンクリートの長寿命化にも寄与します。

2026年の実用化を目指しています。

当社北陸支店新社屋

「超環境型オフィス」として、地域の気候・風土を活かした自然エ

ネルギーの利用と最先端技術の組み合わせにより、中規模オ

フィスでは北陸地域初となる、一次エネルギー収支をゼロとする

ZEB認証を取得しました。

さらに、究極のクリーンエネルギーである水素を利用した発電

システム「Hydro Q-BiC」をオフィスビルで初めて採用してい

ます。

建物の一次エネルギー消費量を基準値の28％まで低減し、太

陽光発電により消費量を上回るエネルギーを創出することで、

年間エネルギー収支「ゼロ」を達成し、これにより年間CO2排出

量を290t程度削減できる見込みです。

ZEBの取り組み
産業技術総合研究所　ゼロエミッション国際共同研究センター 

政府目標である2050年カーボンニュートラル達成には、新築だ

けでなく既存建物でのZEB化が重要です。本建物は改修工事

において、当社で初めてネットZEBを達成。

高効率運転が可能な個別空調機、照度を自動調整するLED照

明、熱回収した排気を実験に伴う局所排気に再利用するハイブ

リッド換気システム、リチウムイオン蓄電池設備を組み合わせ

たシミズ・スマートBEMSなどの採用により、消費エネルギーを

53％削減することに成功しました。

さらに、屋上に設置した太陽光パネル発電による創エネを加え

て、計108％のエネルギー削減を達成し、「Net Zero リノベー

ション」を実現しました。

地球上の限りある資源を循環利用することによって環境負
荷を低減できるとともに、脱炭素化にも貢献できます。建造
物の将来解体時に建設資材として循環利用するクローズド
リサイクルや長寿命化に資する技術開発、オリジナル木質建
築技術、現場での４R活動のさらなる推進、新たなリサイクル
技術の開発、有害物質の適正処理を含めて、2050年廃棄物
の最終処分ゼロ、資源循環社会の実現に貢献していきます。

Environment 環境

柔らかな自然光を執務空間に供給する屋根架構

※本ページの写真は全て新建築社写真部が撮影

北陸支店新社屋の外観

脱炭素社会のシンボルとして本館エントランスに設置された庇
（太陽光パネルを設置、研究が発展・成長する樹木をイメージ）

改修工事によってZEBを達成した西-4A棟

CCCの小型供試体

CCCによるコンクリートの資源循環

本技術は、原材料となるCCCの製造・運搬に伴うCO２の排出を

含めてもカーボンマイナスを実現できます。また、どこにでも存

在するコンクリート廃材と大気中のCO２と水とを原材料とする

ため、遠距離回収の必要がなく、地産地消にも大きな意義があ

ります。さらに、製造したCCCは将来にわたって何度でもCO２排

出を伴わずにリサイクル可能で、資源循環問題とCO２問題を同

時に解決できる技術として期待されています。

24 25Shimizu Corporate Report 2022 Shimizu Corporate Report 2022

特
集

事
業
活
動
報
告

企
業
情
報・そ
の
他

E
S
G
経
営（
E
）

会
社
概
要



どにより、作業所にお

ける法令順守や建設

副産物のより一層の

発生抑制と分別の徹

底等による再資源化

に取り組んでいます。

建築物石綿含有建材調査者資格社内講習会

止防染汚気大「」則規防予害障綿石「るれさ行施に月01年3202

法」の改正で、建築物の解体・改修工事の石綿含有建材調査は、

建築物石綿含有建材調査者有資格者が実施することが義務付

けられます。円滑な事業継続のため、的確かつ迅速に対応する

必要があり、資格取得講習会を社内で一括・集中的に実施してい

ます。資格取得に合

わせて、当社従業員

の石綿含有建材に対

する知識の向上およ

び、より一層の管理能

力の向上を図ります。

建設副産物の管理
４R活動

・画計を）ルクイサリ、スーユリ、スーュデリ、ズーュフリ（」動活R４「

推進し、省資源化、副産物の減量化・再資源化に取り組んでいま

す。建設副産物発生量を予測し、効果的な削減計画を立案・実行

するシステムも活用しています。また、各種eラーニングの実施な

自然共生

生物多様性の可視化

自然共生社会の実現には、自

社事業における自然環境への

影響の把握が必要です。そこ

で、自社事業が生物多様性に

生物多様性のための30by30アライアンスへの参加

当社は、2030年までに陸と海の30％の保全を目指す国際約束

である「30by30」の達成のための企業・自治体・団体による有志

連合に参加しています。従業員一人ひとりが生物多様性の重要

性を再認識し、30by30の主要施策であるOECM※2で期待され

ている環境保全への貢献や、積極的な

情報発信の役割を果たしていきます。

生物多様性への取り組み
グリーンインフラ+

グリーンインフラとは、自然の持つ多様な機能を活かし、持続可

能で魅力的なまち・地域づくりを目指す考え方です。地域のニー

ズに応えながら自然資本の再生の一助となるためには、地域課

題を把握することから始まります。当社独自のコンセプト「グリー

ンインフラ＋」では、グリーンインフラに当社が持つソフトや技術を

「+」することで地域環境の把握を行い、その場所が持つ可能性

を見つけ出し、自然の恵みを地域全体に還元します。

森林環境教育
岐阜県立森林文化アカデミーとの連携（はだしの広場）

「森林と人との共生」を基本理念としている同校とは、2019年8

月に連携協定を締結。活動の一つとして、2021年度に森林総合

教育センターの前庭に「はだしの広場」を整備し、子どもから大人

まで様々な人によるはだしの体験を通じて、五感を活用した効用

や、森に親しむ入口として森林環境教育に与える影響などについ

て、調査研究を行っています。

自然共生社会の実現には、生物多様性の損失を食い止め、
それを回復させるネイチャー・ポジティブの考え方が不可欠
です。これまでにも当社では、多様な連携や技術開発により
環境保全の取り組みを推進してきましたが、これからは、も
のづくりと自然環境の回復を両立させ、広い視野を持って異
分野からも学び、自然資本を守るだけでなく、自然再生にも
取り組んでいきます。
進取の精神を忘れずに、ネイチャー・ポジティブを意識して人
と自然との共生を志し、持続可能な社会の実現に貢献して
いきます。

環境パフォーマンスデータ
https://www.shimz.co.jp/company/
csr/environment/data/index.html#material

グリーンインフラ+
https://www.shimz.co.jp/greeninfraplus/

森林保全に向けた協働 岐阜県立森林文化アカデミーとの連携
https://www.shimz.co.jp/company/
csr/environment/forest.html

ニュースリリース
東京都中央区京橋における木造ハイブリッド構造の
賃貸オフィスビルの計画検討着手について
https://www.shimz.co.jp/company/about/news-
release/2021/2021009.html

2021年度エネルギーマテリアルフロー

2021年度の建設活動に伴い投入したエネルギー、水、建設資

材、排出した建設廃棄物の最終処分、リサイクルのマテリアルフ

ローの概略は以下の通りです。オフィス活動を含めた詳細は環

境パフォーマンスデータに掲載しています。

谷津の再生活動

はだしの広場と森林総合教育センターUE-NET
国土地理院数値地図2500（空間データ基
盤）を用いて作成

OUTPUTINPUT

管理型最終処分
4万t

安定型最終処分
4万t

リサイクル
128万t

脱水・縮減
38万t

建設
活動

建設廃棄物
総排出量

（建設工事）
174万t

グリーン
調達

オフィス活動 オフィス活動

主要
建設資材

建設
活動

がれき類

建設汚泥

混合廃棄物他
建設木くず

外観イメージ参考
京橋第一生命ビルディング建替計画

社内講習会の様子

作業所での分別の様子

※シミズ ハイウッドは、日本における清水建設（株）の登録商標です。

負の影響を与えているのか、またはプラスの貢献を実践できてい

るのかを定量評価し可視化する取り組みを開始しました。今後、

自然資本および生物多様性の観点からも事業機会とリスクを開

示（TNFD）※1することが求められることになります。この取り組

みは、こうした動きへの対応を見据え、負の影響とプラスの効果

の要件を明確にしていくものです。

外以域地護保（serusaeM noitavresnoC desab-aera evitceffE rehtO：MCEO　2※
で生物多様性保全に資する地域）

情務財連関然自（serusolcsiD laicnaniF detaler-erutaN no ecrofksaT：DFNT　１※
報開示タスクフォース）

建設副産物最終処分率（2021年度実績）　3.1％
建設副産物総量原単位（2021年度実績）  15.9kg/ｍ2
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東京都中央区京橋二丁目において、第一生命保険株式
会社とともに木造ハイブリッド構造の賃貸オフィスビルの
新築計画を検討中

Environment 環境

木質建築の取り組み
木質ハイブリッド構造による高層オフィス

森林資源の循環利用を目指して、建設業では建築物の木質化

が注目されています。当社は様々な木質化ニーズに対応するた

め、木質構造部材をRC造や鉄骨造などに組み合わせることが

可能な、木質ハイブリッド技術「シミズ ハイウッドⓇ」※の開発を

進めており、中高層建築の木質化に取り組んでいます。CO2貯

蔵効果のある木を都市の建築物に使用することによって、地方

経済の活性化および地球温暖化の防止に貢献していきます。
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取締役

定塚 由美子

社外取締役からひと言未来を切り拓く
人財イノベーション

SocialS

ハイブリッド入社式 ダイバーシティ＆インクルージョンの推進

オンラインとリアルのハイブリッドで行ったニューノーマル時代の入社式 社内のジェンダーギャップ解消を目的に、「シン・ダイバーシティ」活動を実施

社会

「スマートイノベーションカンパニー」に向けて
そのカギを握るのが「人財イノベーション」。
シミズは、ダイバーシティ＆インクルージョンの推進により
時代を先取りする価値を創造し、
人々が豊かさと幸福を実感できる
持続可能な未来社会の実現に貢献します。

常務執行役員
コーポレート企画室長
人事制度改革担当 東 佳樹

人
的資本経営が注目される中、当社では、「SHIMZ VISION 

2030」の達成に向け、人的資本の充実に資する人財マネ

ジメントを重視し、多様性に富んだ人財の確保、成長を促

す制度改革や人財育成、そして誰もが活き活きと働ける環

境の整備、それぞれの領域で着実に変革を進めています。

より多様な個性を持った人財を迎え入れるために、当社は、本年４月より採用方法

を従来の「新卒一括」から「通年」へと切り替えました。学生の皆さんの就職観や就

活スタイルの変化を踏まえ、卒業時期が国内と異なる海外留学生や、いわゆる第

二新卒の方などを対象として、通年採用を開始しました。併せて社会人のキャリア

採用枠も広げるなど、採用方法に柔軟性を持たせ、新しい風を吹き込んでくれる

人財の確保に注力しています。

人財の成長には、一人ひとりの自覚と意欲が重要と考え、当社は昨年度、大規模

な人事制度改革を実行しました。人事考課において、従前の成果評価に加え、経

営理念やビジョンに基づく「行動評価」項目（「真摯な姿勢」「革新志向」など）を新

設し、社員の成長意欲の伸長を促す評価を実施しています。また、管理職から段

階的に、３６０度評価や外部アセスメントを導入し、より多角的な評価・フィードバッ

クを開始しました。併せて、シニア世代の活躍推進にも着目し、定年を６５歳まで

延長しました。また、女性限定であった一般職という職種を廃止しました。

そして、グローバルに通用し、改革を率先するリーダー人財の育成を目的に、社

内研修制度の充実のみならず、留学制度の改善や社外研修の活用など、育成の

場を拡充しています。

誰もが、持てる力を存分に発揮するためには、職場のエンゲージメント向上と、働

きがいを実感できる職場づくりが不可欠です。

当社では、2018年から、全従業員を対象とした「働きがい意識調査」を毎年、実

施しており、その中から「仕事のやりがい」「心身の健康」「職場の信頼関係」の重

点３項目を中期経営計画〈2019-2023〉のKPIに掲げ、その向上に粘り強く取り

組んでいます。男性版の産休制度である「パタニティ休業制度」の導入や、リモー

トワークやスライド勤務など、多様な働き方を選択できる環境も整えています。

一方で、チャレンジする機会を創出するため、今年度から、コーポレートベンチャリ

ング制度を設け、起業を支援する仕組みをスタートしました。さらに、来年度には、

江東区潮見に新設するイノベーションのための拠点を活用し、人財イノベーショ

ンを加速していきます。

当社は、これからも、一人ひとりが働きがいと誇りを持ち、健康で活き活きと活躍

できるインクルーシブな企業を目指すとともに、イノベーション活動を活性化し、

未来を切り拓く人財を輩出することにより、様々な社会課題の解決への歩みを着

実に進めていきます。

人財戦略は経営戦略の中核です。経

営環境が予測困難かつ急速に変化

する時代に、企業がスピードを持っ

て変革し柔軟に対応するためには、

人財イノベーションが不可欠です。

特に様々な考えや経験を持つ人々

が意見を述べ合い、新たな方向性

を生み出すダイバーシティ＆インク

ルージョンが強く求められています。

当社は218年の歴史を持ちますが、

人を大切にする素晴らしい文化があ

ります。最近では人事制度の大幅改

革、男性の育児休業取得率の改善

に加え、ダイバーシティ＆インクルー

ジョンを強力に推進するための「シ

ン・ダイバーシティ」活動を行ってい

ます。本活動では宮本会長ほか、私

を含めた社外取締役・監査役の女性

3名が全社の女性活躍をサポートし

ています。

取締役会においても議論をしっかり

と進め、従業員の働きがいを高めつ

つ、人財イノベーションを後押しして

いきたいと考えています。
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働き方改革・人権

当社では性別、年齢、国籍等に関わらず、次世代を担う人財
の発掘・育成に取り組んでいます。また、多様で柔軟な働き
方の定着とともに、働くすべての人々が働きがいを持ち、能
力を最大限に発揮できる職場にしていくことを働き方改革
の本質と捉え「働きがい改革」を推進しています。幸せややり
がいに満ちた企業を目指し、これからも引き続き従業員一人
ひとりに寄り添っていきます。

働き方改革
働き方改革WEEK ～サンクスカード～

従業員一人ひとりが仕事にやりがいを持ち、心身ともに健康で

安心して働ける職場づくりを目指し、「働き方改革WEEK」の開

催や、「働きがい」を定量的に可視化するための「働きがい意識調

査」を2018年から継続して実施しています。2021年度の働き

方改革WEEKでは、オンラインでメッセージカードを送り合うこ

とができる「サンクスカード」を導入しました。対面で言葉を掛け

合うことが難しくなっている環境も踏まえ、従業員同士が感謝や

労いの気持ちを積極的に伝えられるような場を設けました。サン

クスカードの利用率が高い部署に所属している従業員ほど、「職

場の信頼関係が構築されている」、「心身に不調をきたすことなく

働くことができている」

と回答していることが分

かりました。今後も働き

がいのある職場づくりを

推進していきます。

360度フィードバックの全社展開

360度フィードバックは、職場での行動が周囲（主に同僚や部

下）にどのように伝わっているか、本人に「気づき」を与え、改善を

促す仕組みのことです。周囲に伝わっている自分の状況を理解

することで、自身の行動の見直し、組織改善のきっかけとなりま

す。2021年度は、部署長クラス約600名を対象に360度フィー

ドバックを実施。周囲からのフィードバックを「結果レポート」とし

て、対象者に共有を行いました。日頃フィードバックを受ける機会

が少ない部署長クラスに、同僚や部下の声を届けることができ、

組織改善・職場

の信頼関係向上

に一定の効果を

上げることがで

きました。

健康経営
禁煙施策～改正健康増進法への対応～

健康経営推進策の一環として2021年10月1日から勤務時間中

を禁煙とするとともに、本社をはじめ国内外の常設事業所内の

喫煙所を廃止しました。禁煙イベント「SHIMZ 禁煙チャレンジ」

では、参加者を対象に禁煙カレンダーの配布や禁煙情報メール

配信による定期的なフォロー等を行い、従業員自らが健康のた

めの行動を起こす契機となりました。禁煙施策を通し、喫煙者だ

けでなく、非喫煙者の健康を守ることも含めた当社の想いを社

内全体に浸透させます。健康経営優良法人として従業員の健康

増進等に資する施策を継続的に実施し、従業員一人ひとりの働

きがいと幸福度の向上に寄与します。

誰もが働きやすい環境づくり

障がいのある従業員のさらなる活躍推進と全従業員の意識啓

発を目的とした「チャレンジフォーラム」を、毎年開催しています。

2021年度は、リアルとオンラインのハイブリッド方式による開催

でしたが、障がいの中でも周囲に気づかれにくい「発達障がい」

にフォーカスを当て、外部講師を招き、認知されにくい脳の多様

性について講演を行いました。障がいのある従業員とのネット

ワークづくりの場となった交流会は、会長・社長も交えて開催さ

れ、業務を進めるうえでの課題などについて積極的に経営層と

意見交換を行う貴重な時間となりました。

ワークライフバランス
男性版産休制度導入

多様で優秀な人財の確保と、ワークライフバランス推進のために

は「性別に関わりなく仕事と家庭の両立ができる企業」となって

いくことが不可欠です。当社では、男性従業員が子の誕生に際し

て、休業中だけではなく復職後も育児・家事に参画することが当

たり前となる組織風土の定着に向けて、改正育児・介護休業法

施行に先駆け、「パタニティ休業制度（男性版産休）」を導入して

います。自身のパタニティ休業で周囲の業務量増加や経済的な

不安から休暇取得を躊躇する従業員がいたことを踏まえ、最大4

週間の有給休暇を付与することにより経済的負担の軽減を図る

ほか、安心して一時的に業務を離れることができるよう、対象者

とその上職者による「育児とキャリ

アの面談」の実施など、職場の環境

づくりもルール化しました。その結

果、2020年度に18.5％だった男性

の育児休業取得率は、2021年度

には55.0%（6月末暫定値）まで増

加しました。

ダイバーシティ施策
女性活躍のさらなる推進

当社は、2009年に「ダイバーシティ推進室」を設置し、ダイバー

シティ経営を推進しています。30％ Club Japanにも加盟して

おり、女性活躍のさらなる推進の取り組みとして、女性管理職比

率を2030年までに10％とすることを目標にしています。2021

年11月に開催した「ダイバーシティフォーラム2021」では、「女

性管理職登用」、「仕事と育児の両立」、「ダイバーシティ＆インク

ルージョンの実現に向けて」の３つをテーマに女性取締役・監査

役によるパネルディスカッションを行いました。組織的なフォロー

も含めた包括的な

対応策について、多

角的な観点からの

提言、今後の取り組

みに対する宣言等

がありました。

人権
「ビジネスと人権」への取り組み

企業倫理行動規範の中で示している「人を大切にする企業の実

現」に向けて人権尊重の取り組みを推進し、その責務を果たすた

めの指針として、「シミズグループ人権基本方針」を制定していま

す。その一環として、事業の持続可能性の観点から、建設現場の

技能労働者に着目した人権デュー・ディリジェンスの取り組みを

推進しています。2021年度は、主要協力会社に対して外国人技

能実習生の受入に関するアンケートを実施するとともに、海外の

現場において人権尊重を周知するポスターを掲示するなどの取

り組みをしました。今後は、不動産開発やエンジニアリングなど

の非建設事業も見据え、引き続き、デュー・ディリジェンスの取り

組みを進めていきます。

シミズグループ人権基本方針
https://www.shimz.co.jp/company/csr/human/pdf/
group_humanrights.pdf

人権
https://www.shimz.co.jp/company/csr/human/

健康経営
https://www.shimz.co.jp/company/csr/health/

ニュースリリース
男性版産休を先取り、10月1日から新制度導入
https://www.shimz.co.jp/company/about/
news-release/2021/2021046.html

Social 社会

サンクスカード（画像提供：GRATICA）

360度フィードバックの概要

パタニティ休業を取得した従業員
パネルディスカッションの様子

交流会の集合写真
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お客様が期待する価値を的確に捉え、品質へのこだわりを
持った造り込みにより信頼と満足を提供する。それが当社の

「品質」に対する想いです。またお客様を大切にする「顧客
第一」の精神は、世の中がデジタル化し、どんなに経営環境
が変化したとしても、絶対に失ってはならない創業当時から
の教えです。

当社では、人命尊重、人間尊重の理念に立ち、企業活動のす
べての面において働く人の生命と健康を守ることを最優先
とし、安全文化を定着させ、安全で快適な職場環境を形成す
ることを、安全衛生管理の基本方針として「公衆災害および
死亡重篤災害“ゼロ”」を目標に掲げています。

品質マネジメントシステム

上記品質方針を達成するために、各部門・部署・個別プロジェクト

において、品質目標を設定しISO9001に準拠した品質マネジメ

ントシステム（QMS）を構築しています。

顧客の要求事項および法令・規制要求事項を満たす建築物・製

品を一貫して提供するための規定、実施事項、実施部署および

責任者を明確に定め、QMSを効果的に実施し、顧客満足の達成

に向けて取り組むことで、品質方針を達成し、ひいては事業発展

に寄与するとともに、社会に貢献することを目指しています。

2021年度の災害分析

2021年度の災害を災害の型別に分析すると、「転落」が最も多

く、次いで「はさまれ」「転倒」「飛来落下」となりました。重点施策

として掲げた「墜落」は、件数・割合ともに減少しました。

2022年度の取り組み

2021年度の災害分析結果や災害の重篤度を踏まえ、2022年

度は「墜落・転落災害」「建設機械・クレーン関連災害」「倒壊・崩壊

災害」「公衆災害、インフラ損傷事故、火災」「石綿関連不具合」の

撲滅に向け、それぞれの項目で具体的な施策を定め、災害防止

活動を実施していきます。

建築部門
CS（お客様満足）調査

お客様のニーズは、建物ごとに異なります。常にお客様の目線

に立って、最適となる品質を明らかにし、その造り込みに誠実に

取り組むことこそが、お客様のニーズと満足を実現する唯一の

道であると当社は考えています。

土木部門
「品質」と「プロセス」の両面での顧客満足

工事目的物の「品質」はもちろんのこと「施工プロセスの質」につ

いても社会や、お客様の期待に応えられる様々な施策を行って

います。

土木には多様な工種があり、自然の中での工事や都市部での作

業など施工条件も千差万別です。各工種に精通した経験豊富な

技術者が計画段階から個別検討会に参加し、施工上のリスクを

抽出・排除しています。また施工中は、各部門間の横刺し機能を

発揮し、専門技術者による工種別重点巡回を行っています。

ものづくりを担う人財づくり

優秀な土木技術者を育てるため、若年層に対してＯＪＴによる技

術の伝承、マネジメント力の強化に取り組んでいます。品質・安全

上の不具合を繰り返さないため、過去の重大な事故や品質上の

不具合についても冊子にまとめ、繰り返し伝達を行っています。

引き渡し後定期的に、お客様が実際に建物を使用してみて感じ

られたことを調査し、結果をフィードバックして、その後の対応や

業務の改善を図っています。

ものづくり研修センター

お客様から「技術のシミズ」「ものづくりのシミズ」と評価していた

だけるよう、当社が長年にわたり大切にしてきた「ものづくりの

心と技」を継承するため、ものづくり研修センターを開設し、実物

を見て触れる実践的な研修を実施しています。

218年を経た現在においても、創業の精神に立ち返り、宮大工

棟梁が旨とした「五

意達者にして昼夜怠

らず」というものづく

りの基本を踏まえ、

努力と研鑽を積みな

がら「現代の棟梁」を

目指します。

 2021
（43件）

転落墜落 はさまれ 飛来落下転倒 その他

2 7 56 15

 2020
（51件） 83 8 6

8

6 20

災害の型別内訳

Social 社会

最適品質・顧客満足 安全衛生

建築事業部門品質方針

お客様が期待する価値を的確に捉え、営業から保全までのす

べてのプロセスにおいて、全従業員が“品質へのこだわり”を

持って、最適品質の造り込みを行い、信頼され、満足していた

だける技術とサービスを提供する。

目標達成のための方策

１．リスクアセスメントによる予防型安全を推進し、労働災害
の継続的な減少を図る

２．安全最優先のもとに、安全と生産を両輪として事業活動を
行う

３．協力会社による自立型安全管理を促進し、災害防止を推
進する

４．送り出し教育を充実させ、新規入場者の災害を撲滅する

５．従業員教育にて、安全衛生の知識と行動力を習得させ、災
害防止の推進者を育成する

６．健康障害要因となる粉じん等の曝露を根絶するため、健康
障害防止教育を徹底する

土木事業部門品質方針

すべての従業員がものづくりに「謙虚に、素直に」向き合い、

「自分が責任者」という積極的姿勢をもって、顧客や社会の期

待を超える優れた品質の建造物を提供し、『選ばれ続けるパー

トナー』として信頼と満足を得るとともに社会に貢献する。

研修センターでの実習の様子

左： 安全体感車「甕割号」　右： フルハーネスのぶら下がり体験の様子

井上社長による作業所安全パトロールの様子

※「転落」： 高さ２ｍ未満から落ちた災害　※「墜落」： 高さ２ｍ以上から落ちた災害

また、現在の社会情勢を踏まえ、健康障害予防として、熱中症予

防策の徹底にも取り組んでいきます。

労働災害ゼロに向けて～安全体感車「甕
かめわりごう

割号」～

建設技能労働者に対する安全教育の強化・高度化を目的に、

体感型の安全教育ツールを搭載した安全体感車「甕割号」を開

発・製造し、2022年4月1日から「移動型安全道場」として運用

を開始しました。

「甕割号」は、11tトラックを改良し、事故の危険性をリアルに体

験できる体感装置や、労働災害の発生状況を仮想空間で疑似

体験できるVR装置を荷室内に配置しています。受講者は、主に

当社作業所で働く技能労働者を想定しており、年間の受講者数

は延べ2,000名を予定しています。まずは、当社の協力会社組織

「兼喜会」と共同運営している技能労働者向けの教育・訓練施

設「清水匠技塾」の研修プログラムの一つとして、甕割号を活用

した安全体感教育を提供し、2022年度下期から関東圏の当社

作業所での出張講座を順次実施する予定です。
※「甕割号」の開発にあたっては、（株）明電舎の協力を得ました。

ニュースリリース
安全体感車「甕割号」の運用を開始
https://www.shimz.co.jp/company/about/news-
release/2022/2022002.html
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全国で増加する大型工事を確実に消化できる生産体制を
構築するため、事業継続性と競争力を兼ね備えたサプライ
チェーンの強化を図っていきます。また今後の技能労働者不
足を見据えて、技能労働者の就業環境の改善と、入職・定着・
スキルアップの各種施策を推進し、将来の担い手を確保して
いきます。

清水匠技塾

建設技能者を対象とした教育・訓練施設「清水匠技塾」は、当社

の協力会社組織「兼喜会」と協力して運営を行っています。

新規入職時の研修をはじめ、スキル向上訓練、多能工養成訓

練、生産性向上ツールの開発・検証など、職歴、技能レベルに

応じた教育、訓練カリキュラムを技能労働者に提供しています。

２０２１年度は、１,２０５名が受講しました。

担い手確保・人財育成のプラットフォームとして活用すること

で、建設業の魅力向上や人財育成に積極的な姿勢を訴求し、

新規入職者の増加につ

なげていきます。

脱炭素パートナー

現在、当社と一緒になって脱炭素に取り組むパートナー企業との

アライアンスを積極的に推進しています。建設段階から、建物の運

用時に至るまで、サプライチェーン全体で脱炭素を推進し、地球環

境に配慮したサステナブルな社会の実現に貢献していきます。

パートナーシップ構築宣言

サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の

皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシッ

プの構築に努めています。

労務費見積り尊重宣言

建設技能者の処遇改善の一環として、一般社団法人日本建設

業連合会の「労務費見積り尊重宣言」に基づき、当社は協力会

社より提出された見積を尊重します。

建設キャリアアップシステム（CCUS）

少子高齢化や就業人口の減少による担い手の確保は、全産業共

通の課題となっています。建設業では、特に若年層の入職を進め

るために、処遇改善を行うと同時に、建設業が魅力的な職業、産

業であることを見える化するため、2019年より、官民共同で建設

キャリアアップシステム（CCUS）を本格スタートさせました。これ

は、建設技能者一人ひとりの就業実績や資格を登録し、技能の公

正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげる

システムです。当社では、2022年3月末時点で協力会社の事業

者登録率80.3％（一人親方除く）、技能登録者率は65.8％となっ

ています。今後も、業界全体での技能者支援を進めていきます。

「匠を目指す人集まれ！」
施工協力会社求人情報サイト
https://www.shimztakumi.com/

CSR調達
https://www.shimz.co.jp/company/csr/procurement/

Social 社会

サプライチェーン強化

ＣＳＲ調達の推進

当社グループは、良きパートナーである協力会社と持続可能な

サプライチェーンを構築するため、当社グループが果たすべき基

本姿勢を示した「シミズグループCSR調達基本方針」を制定して

います。また「シミズグループCSR調達ガイドライン」を設けて、協

力会社の皆様に、法令の順守、人権の尊重、環境への配慮、品質

の確保などについて、基本方針に沿った取り組みの実践をお願

いし、協力会社の関係先に対してもガイドラインに基づく取り組

みの働きかけをお願いしています。

重要なステークホルダーとのコミュニケーション

虎ノ門・麻布台地区再開発事業Ａ街区建設所の
入場ゲートでの活動の様子 

建設キャリアアップシステム
シンボルマーク

新規入職者研修の様子

お客様、株主・投資家、従業員、協力会社の皆様のほか、地域住民の方々なども、重要なステークホルダーの一員です。
当社はステークホルダーの皆様と積極的に対話を行い、良好な関係を築いて、企業の社会的責任を推進しています。

株主・投資家
地域社会・住民

従業員

労使協議

協力会社

お客様

外部団体

行政

株主総会
毎年6月に実施
決算説明会
アナリスト等を対象に今後の見通しなどを説明
IRイベント
建設現場や技術研究所等の見学会を実施
国内外機関投資家とのミーティング
国内および欧州・米州・アジアの機関投資家と
個別ミーティングを実施

NPO、NGOとの協働活動
社会問題を協働して解決

組合活動
労使関係・労働環境について協議

住民説明会
工事開始前に

工事内容を詳細に説明
現場見学会

工事の進捗状況を地域の方々に公開
社会貢献活動
地域のイベント、

ボランティアに積極的に参加
文化事業支援活動

兼喜会
当社の協力会社組織（全国12支部）。

労務管理の改善、技術の向上、災害の撲滅の取り組みを実施
後継者育成研修

次世代の担い手確保の取り組み

営業活動
お客様の隠れたニーズを掘り起こし、
お客様の期待を超える価値を提供。

引き渡し後定期的にお客様のもとに直接出向き、
ヒアリングを実施
ウェブサイト

タイムリーかつきめ細かな情報を提供

社内報
年10回発行
社長懇話会
毎年国内外で
社長と従業員が直接対話
家族の日イベント
従業員家族との懇親を深める
イベントを実施

BCP対応
緊急時、

行政の要請に応じて
迅速に対応

清水建設グループ
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「シミズマインド ー論語と算盤ー 編」を発行 「論語と算盤」およびコンプライアンス研修の実施

ガバナンス向上
への取り組み

GovernanceG

社是「論語と算盤」を一人ひとりが体現できるよう、全役員・従業員に配布 グループ会社の新入社員に対し研修を実施

ガバナンス

社是「論語と算盤」を基盤に据え、
当社の伝統と特長を十分に活かしながら、
取締役会のさらなる活性化を軸とした
ガバナンスの向上に取り組んでいきます。

代表取締役副社長
副社長執行役員
管理部門担当
SDGs・ESG担当
企業倫理室長 半田 公男

当
社は、「論語と算盤」の社是のも

と、すべての役員・従業員が高

い企業倫理観に基づくコンプ

ライアンス経営を実践すること

を目指しています。

コーポレート・ガバナンスについても、近年では、指

名報酬委員会の設置（2018年12月）、取締役の任

期の短縮（2019年６月）、執行役員制度の一部改正

（2020年４月）、取締役総数３分の１以上の社外取

締役の選任（2021年6月）など、着実に充実を図って

きました。

さらに、コーポレート・ガバナンスの要諦と言える取締

役会の機能強化と実効性評価にも注力しています。

ここでは、昨年2月と3月に実施した取締役会の実効

性評価で示された5つの課題に対する、2021年1月

から2022年3月の対応状況について説明します。

一つ目の課題は、中長期的な経営戦略や経営監督

テーマに関する議論の拡充です。これについては、取

締役会のみならず、オフサイトミーティングを活用し、

取締役全員で中長期戦略について議論する場を設け

ました。社外取締役の皆さんから、業務執行取締役と

は異なる視点から貴重な意見をいただき、深い議論

ができたことは前進と言えます。これからも、議論の

質・量ともに拡充し、執行側が練った経営戦略につい

て、取締役会以外の場も含めて、その適否について、

さらに充実した議論ができる機会を設けていきます。

二つ目の課題は、社外取締役と経営陣とのコミュニ

ケーションのさらなる促進です。2021年度は、従来

の意見交換の場に加え、非業務執行取締役と副社

長・専務といった業務執行取締役、そして、女性役員

同士といった新たな切り口での意見交換会を実施し

ました。執行役員を含む社内役員と社外役員との相

互理解の深化に有効に機能していると受け止めてい

ます。

三つ目の課題は、取締役会付議基準の見直しを通

じ、取締役会と執行側のあるべき役割分担を勘案し

た権限委譲を進め、取締役会による経営監督機能を

一層強化するというものです。2021年度は、取締役

会における審議事項を絞り込むため、まず第一弾の

付議基準の改訂を実施しました。今後も、継続的に見

直していく考えです。

四つ目の課題は、取締役会の議案の事前審査や事

前説明時に示された意見等の取締役会における情

報共有と、取締役会のさらなる活性化です。2021

年度は、いただいた意見や提案を、適宜、議案に反

映するなど、取締役会における議論の充実に資する

改善を行いました。また、感染防止対策を徹底したう

えで取締役会を対面で開催するなど、より深い議論

に時間を割けるような配慮や工夫を施しました。実

際に、取締役間の議論が、率直かつ活発に交わされ

ています。

五つ目の課題は、長年にわたって受け継がれた当社

の伝統や特長を活かしたガバナンス向上の取り組み

です。これについては、社是である「論語と算盤」に基

づく取り組みを重視しています。昨年度導入したスキ

ル・マトリックスにおいても、取締役の重要なスキルの

一つとして「論語と算盤」を掲げており、私自身、経営

戦略の検討から個別案件の審査に至るまで、「論語と

算盤」を不変の判断基準に据えて、経営にあたってい

ます。

これからも、さらなるコーポレート・ガバナンス向上に

真摯に取り組んでいきます。
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社外取締役からひと言

取締役 取締役

岩本 保 田村 真由美

当社の社外取締役に就任して3年になりますが、企業価値

の向上を目指し、ステークホルダーの皆様の視点で常に経

営を監督しています。現在の社外取締役4名は異なった経

歴と経験を有していることから多様性に富んでおり、取締

役会における議論の活性化という点において、適切に役割

を果たしていると考えています。指名報酬委員会について

も、メンバー6名中5名が非業務執行取締役という立場で、

役員の評価および報酬を決定しているという点において、

十分に客観性と公平性が担保されており、現在の当社の

ガバナンスは機能していると評価しています。ガバナンス

の在り方については、今後も議論を続けなくてはなりませ

んが、企業や労働に対する価値観は国によって違うため、

正解はなく、それぞれの国や企業風土、文化を尊重した形

が大切だと考えています。当社は監査役会設置会社です

が、社外取締役のみならず、社内取締役や監査役が課題を

しっかりと認識し、時には厳しい意見を述べている点からし

ても、現状の形でモニタリング機能およびガバナンス機能

が働いていると言えます。それと同時に、当社のガバナンス

をより強固なものとするため、「論語と算盤」をテーマとした

企業倫理研修などの取り組みを、今後も継続的に行うこと

が大切です。役員・従業員一人ひとりに対する倫理意識の

涵
かんよう

養とコンプライアンスを徹底することにより、会社全体の

ガバナンスに対する意識が底上げされ、それがひいては当

社の持続的な成長、企業価値の最大化につながっていくと

考えます。今後も当社のガバナンスがしっかりと機能してい

くよう、社外取締役の視点から引き続き経営を監視してい

きます。

当社の取締役会は多様性が確保された構成となっており、

様々な観点から活発な議論がなされています。社外取締役

を含む非業務執行役員に対しては、取締役会の事前説明

会以外に、事業全般のブリーフィングや現場視察など、会

社事業に関する知識を得る機会が適宜提供されています。

また経営トップとの意見交換会や、業務執行役員との会議

も定期的に行われ、業務執行と非業務執行間のコミュニ

ケーションも円滑に行われていると思います。コンプライア

ンスに関しては、役員に対する「論語と算盤」の勉強会や、

従業員に対するトップ自らの継続的なメッセージを通じて、

会社全体でコンプライアンスへの意識を高め、実践する取

り組みは評価できます。政策保有株式は、建設会社特有の

保有理由がある中でも銘柄ごとのリスクと保有意義を客

観的かつ定量的に評価して、毎年保有継続の是非を合理

的に判定しており、着実に縮減しています。今後も中長期

的な縮減に向けた活動を継続していくことを期待していま

す。これからは外部環境の急速な変化に対し、利益性を確

保しながら事業を進め、さらに事業構造を改革して非建設

分野も推進していくことが求められます。環境への取り組

みや、当社の強みであるデジタルを活用した革新的な手法

も取り入れ、２０３０年ビジョンである「スマートイノベーショ

ンカンパニー」を目指していくと同時に、多方面から将来の

経営上のリスクを見極めることが重要です。長年のグロー

バル企業経営に携わった経験を活かし、当社が中長期のリ

スクとリターンをしっかり意識した経営を行うよう、これか

らも取締役会において積極的な議論を働きかけ、当社の企

業価値向上に尽力していきたいと考えています。

Governance ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は「論語と算盤」の社是のもと、事業活動を通じて社会的責

任を果たすことで、株主・投資家をはじめお客様・従業員・地域社

会等のステークホルダーからの信頼を高めるとともに、持続的な

成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、迅速性・効率性・

透明性の高い、適法な経営を目指しています。このため、経営戦

略決定機能と業務執行機能の分離を基本に、それぞれの職務執

行を取締役会および監査役が的確に監督・監査する体制を築く

こと、併せてすべての取締役、執行役員、監査役および従業員が

高い企業倫理観に基づいたコンプライアンス経営を実践するこ

とを、コーポレート・ガバナンスの基本的な方針としています。

コーポレート・ガバナンス体制の概要

当社は、監査役会設置会社を採用しており、取締役の少人数化

および執行役員制度の導入により経営戦略決定・経営監督機能

と業務執行機能を明確にし、取締役会の活性化を実現するとと

もに、独立性の高い、社外取締役を含む非業務執行取締役およ

び社外監査役を選任すること等により、経営を客観的・中立的な

立場から監視・監督する体制を整えています。具体的な体制およ

び実施状況は、以下の通りです。

・取締役会の審議をさらに活性化し、経営監督機能を強化するた

め、取締役総数の３分の１以上について、社外取締役を選任して

いる。

・社外取締役を含む非業務執行取締役および社外監査役は、そ

れぞれの経歴に基づく豊富な経験と高い見識から、経営を監

視・監督するとともに、必要な助言を適宜行っている。

・社外取締役を含む非業務執行取締役の職務執行にあたり、経

営監督に資する情報等について、本社管理部門が中心となり適

時提供する体制を整えている（事業所・現場の視察等を含む）。

・新任の社外取締役および社外監査役に対して、会社の概況、事

業内容等について関係部門によるガイダンスを行っている。

・社外監査役は、公平、公正の観点から、取締役の職務執行の全

般を監査している。

・監査役を補助する使用人の専任組織として、監査役室を設置

し、必要な人材を確保することにより、監査役監査をより実効的

に行える体制を整えている。

株主／株主総会

取締役／取締役会

業務執行部門

社長／代表取締役

企業倫理委員会

企業倫理室

監査部

リスク管理委員会

子会社社長

業務執行部門

相談・連絡窓口
（企業倫理相談室）

執行役員

監査役室

監査役／監査役会

会計監査人

弁護士事務所

監査

指示・ 
情報伝達

調査

監査

報告

報告

内部
監査

内部監査

選任

報告

報告

報告

情報集約

通報通報

選任 選任情報開示

諮問 答申

選定・
監督

指示・ 
情報伝達・ 
監督

選任・
監督

指示・ 
情報伝達・監督 報告

付議・ 
報告

報告

内部 
監査

報告付議・
報告

監査・報告 

助言・指導

情報
開示

 

情報

コーポレート・ガバナンス体制図（内部統制システムの概要を含む）

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

各種会議・委員会

指名報酬
委員会
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指名報酬委員会

当社は、取締役、監査役、執行役員の選解任、ならびに取締役、

執行役員の評価および報酬の決定を公正・透明に行うことを目

的に、指名報酬委員会を設置しています。委員は、非業務執行取

締役5名（社外取締役4名、非業務執行の社内取締役１名）およ

び業務執行取締役1名で構成しており、非業務執行取締役のう

ち1名が委員長を務めています。

リスク管理委員会

当社は、リスク管理委員会において、当社および子会社から成

る企業集団に重大な影響を及ぼすリスクを把握・分析するととも

に、重点リスク管理項目を設定し、そのフォローを行い、取締役会

に報告をしています。委員長は、代表取締役社長が務めており、

常勤監査役１名も出席しています。

企業倫理委員会

当社は、企業倫理・法令順守の徹底に向けた全社施策を決定し、

その展開とフォローを行うとともに、重大な不正事案の情報一元

化、未然防止策・再発防止策の検討・指示等を行うため、企業倫

理委員会を設置しています。委員長は、代表取締役社長が務め

ており、常勤監査役１名、外部有識者（弁護士）１名も出席してい

ます。

執行役員会議

当社は、取締役会で決定された重要事項や全社的施策を執行役

員に指示・伝達するため、執行役員会議を設置しています。議長

は代表取締役社長が務めており、構成員は執行役員ほかで、常

勤監査役１名も出席しています。

・監査役は、重要な会議への出席、役員・従業員からの十分かつ

遅滞ない情報提供等により、経営監視の実効性を高めている。

・取締役会の開催にあたっては、社外取締役を含む非業務執行

取締役および監査役に対して、取締役会事務局等による事前

説明を行っている。

・会長および社長と社外取締役を含む非業務執行取締役は、定

期的に意見交換を行っている。また、社外監査役とも同様に意

見交換を行っている。 

・社外取締役および社外監査役による「社外役員連絡会」、社外

取締役と全監査役による「社外取締役・監査役連絡会」を定期

的に開催し、意見交換を行っている。

当社が設置している主要な機関
（任意に設置する委員会、その他会議体を含む）

取締役会

取締役会は、原則として毎月１回、その他必要に応じて開催し、

法令および定款に定める事項・その他の重要事項を決定し、業

務執行の監督を行っています。取締役の員数は、定款において

12名以内と定めており、当社事業の各分野に精通した業務執行

取締役７名と、出身分野における豊富な知識と経験を有する4名

（いずれも東京証券取引所の規定する独立役員）の社外取締役

を含む非業務執行取締役5名で構成し、取締役会議長は代表取

締役会長が務めています。

監査役会

監査役会は、原則として毎月１回、その他必要に応じて開催し、

監査の方針、監査計画、監査の方法等、監査に関する重要な事

項を決議するとともに、監査に関する必要な事項の協議を行って

います。監査役の員数は、定款において５名以内と定めており、

監査役５名（うち社外監査役３名）で構成し、監査役会議長は、監

査役会の決議により定められた監査役が務めています。なお社

外監査役3名は、すべて東京証券取引所の規定する独立役員で

あり、客観的・中立的な立場から当社の経営を監視しています。

コーポレート・ガバナンス体制の概要（２０２2年６月30日現在）
項 目 内 容

組織形態 監査役会設置会社
取締役の人数 １2名（定員１２名）
取締役の任期 １年
取締役のうち女性取締役の人数 ２名
非業務執行取締役の人数 5名（独立社外取締役4名含む）
独立社外取締役の人数 4名
監査役の人数 ５名（定員5名）
独立社外監査役の人数 ３名
執行役員制度 あり
会計監査人の名称 ＥＹ新日本有限責任監査法人

取締役会の実効性の評価

当社の取締役会は、毎年１回、取締役会全体の実効性について

分析・評価を行うこととしています。

2021年度の評価方法および結果の概要は以下の通りです。

⑴ 評価方法

全取締役および全監査役へのアンケートを実施、第三者（弁護

士）による分析を踏まえて、取締役会で全取締役および全監査

役によるディスカッション（自己評価）を実施。

・対象期間：2021年1月から2022年3月

※今回から対象期間を暦年から事業年度に変更しました。

・実施日：2022年5月27日、6月24日取締役会

・主な評価項目：取締役会の構成・運営、経営戦略・経営監督機

能、企業倫理・リスク管理、サステナビリティをめぐる課題への対

応、指名・報酬の決定プロセス、人財育成、社外取締役と経営陣

のコミュニケーション、株主・投資家との対話等

⑵ 評価結果の概要

結論：当社の取締役会は、取締役会全体の実効性が確保されて

いると評価しました。

①前回（2020年1月～12月）の実効性評価で示された課題へ

の対応状況

課題の解決に向けて下記の通り着実に取り組み、改善が図られ

ていることを確認しました。引き続き、さらなる改善に努めていき

ます。

ａ．中長期的な経営戦略・経営監督テーマに関する議論の拡充と

その方策の検討

→取締役会のほか、オフサイトミーティングの機会を設けて、議

論の場を拡充。 　

ｂ．社外取締役と経営陣（執行役員、事業部門長を含む）とのコ

ミュニケーションのさらなる促進（自由闊達なディスカッション

の場の創出）

→「社外取締役・監査役意見交換会」、「社外役員連絡会」、「会長・

社長と非業務執行取締役の意見交換会」（いずれも年２回）に

加えて、「業務執行取締役（副社長・専務）と非業務執行取締役

の意見交換会」、「女性役員意見交換会」を新たに開催。

ｃ．取締役会付議基準の見直し、取締役会と執行側のあるべき役

割分担を勘案した権限移譲および取締役会による経営監督

機能の一層の強化

→取締役会付議基準の一部見直しを実施（今後も権限委譲と取

締役会による経営監督機能の強化を継続的に検討・実施す

る）。

ｄ．取締役会の事前審査・事前説明時に示された意見・提案等の

取締役会における情報共有と取締役会のさらなる活性化

→取締役会の事前審査、非業務執行取締役、監査役への事前説

明時に出された意見・提案等を議案に反映。取締役会の事前

説明はオンラインも活用し効率化を図りつつ、取締役会は感

染防止策を徹底したうえでリアル開催を中心とし、議論の活

性化を促進。

ｅ．長年にわたって受け継がれた当社の伝統や特長を生かしたガ

バナンス向上の取り組み

→社是「論語と算盤」に基づき、企業倫理の浸透とコンプライア

ンスの徹底に注力。

②今回の実効性評価で示された主な検討課題

ａ．経営戦略テーマに関する議論の拡充 　

ｂ．社外取締役、社外監査役と経営陣とのコミュニケーションのさ

らなる促進、社外取締役と第一線で活躍する社員との対話機

会の設定 　　

ｃ．取締役会や指名報酬委員会の役割、機関設計など、ガバナン

ス体制の在り方に関する議論の促進 　　

ｄ．リスクへの対応策に関する取締役会への報告内容の充実

ｅ．人財育成（後継者育成を含む）に関する意見交換、経営戦略と

連動した人財戦略の議論の促進 　　

※上記a、c、ｅについては、取締役会のほか、インフォーマルな議

論の場も設ける。 

⑶ 今後の取り組み

当社は、取締役会の実効性評価の結果を踏まえて、ＰＤＣＡのサ

イクルを回して改善を図り、取締役会の実効性向上とコーポレー

ト・ガバナンスのさらなる充実を目指していきます。

Governance ガバナンス
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社外取締役を含む非業務執行取締役の職務執行にあたり、経営

監督に資する情報等については本社管理部門が中心となり、適

時提供する体制をとっています。監査役を補助する使用人の専

任組織として、監査役室を設置し、必要な人材を確保することに

社外役員（社外取締役および社外監査役）のサポート体制

Governance ガバナンス

より、監査役監査において社外監査役をサポートする体制をとっ

ています。取締役会の開催にあたっては、社外取締役および社

外監査役に対して、資料を事前に配布し、取締役会事務局等に

より事前説明を行っています。

役員の報酬額の決定方針
当社の取締役の個人別の報酬は、基本報酬である固定月額報

酬と、業績連動報酬である賞与、自社株式取得目的報酬で構成

されており、取締役会の決議に基づき、取締役の評価および報

酬の決定を公正かつ透明に行うために設置した、指名報酬委員

会の審議により決定しています。

なお、社外取締役を含む非業務執行取締役および監査役につい

ては、経営の監督機能を高めるため、固定月額報酬のみ支給す

ることとしています。

当社は、2021年２月24日開催の取締役会において、取締役の

個人別の報酬等の決定方針を定めた役員報酬規程を決議して

おり、当該決定方針の内容の概要は以下の通りです。

① 基本報酬に関する方針

当社の取締役の報酬等のうち、基本報酬である固定月額報酬

は、2019年６月27日開催の第117期定時株主総会決議に基づ

く月総額90百万円以内（うち社外取締役10百万円以内）を限度

としています。

監査役報酬は、1991年６月27日開催の第89期定時株主総会

決議に基づく月総額13百万円以内を限度として、監査役会での

協議により決定しています。

② 業績連動報酬に関する方針

当社の取締役の報酬等のうち、業績連動報酬である賞与は、

2020年６月26日開催の第118期定時株主総会決議に基づく

年額500百万円以内を限度に、指名報酬委員会において支給

の有無、支給額を審議、決定しており、一事業年度の当社グルー

プの事業活動の最終的な成果である連結当期純利益を指標と

し、当期の連結経常利益の目標に対する達成度合等も考慮し、

当該指標に一定の比率を乗じて算定した基本賞与額に、役位別

に定めた指数を乗じ、取締役各人の多面的な評価を加味して算

定しています。

また、株主との一層の価値共有や中長期的な企業価値向上を図

るため、業績連動報酬である賞与のうち20％相当額は自社株式

取得目的報酬として支給し、各取締役は、当該報酬を役員持株

会に拠出し、自社株式を取得することとしており、取得した自社

株式は在任中および退任後一定期間継続して保有することとし

ています。

なお、賞与決定にあたっての指標としている連結当期純利益（親

会社株主に帰属する当期純利益）の当事業年度の目標は58,000

百万円で、実績は47,761百万円、連結経常利益の当事業年度の

目標は77,000百万円で、実績は50,419百万円です。

③ 報酬等の決定の委任に関する事項

当社の取締役の個人別の報酬等は、取締役の評価および報酬

の決定を公正かつ透明に行うため、社外取締役が過半数を占

め、非業務執行取締役が委員長を務める指名報酬委員会で決

定しています。

当事業年度の取締役報酬については、指名報酬委員会（当事

業年度においては6回開催）において、取締役会で決議した役

員報酬規程に基づき、取締役の個人別の月額報酬の額、取締

役各人の評価を加味した賞与支給額の審議を行い支給額を決

定しており、取締役会で決定した方針に沿うものであると判断

しています。

指名報酬委員会について委員長より

当社が2018年度に指名報酬委員会を設置した当初から、同委員会の委員を務めています。互選により委員

長に就任してから、社内出身の取締役として当社の事業や人財に通じている利点を活かすとともに、非業務

執行の取締役として社外取締役の皆さんと同等の独立した立場から、公正を旨とした委員会運営を行ってい

ます。創業家の当主、株主としての長期的な視点も加え、当社の持続的な企業価値向上に資する経営および

業務執行の監督を実施しています。これからも、委員会の独立性、客観性に重きを置きつつ、その職責をしっ

かりと果たしていきます。
取締役

清水 基昭
社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性に関する基準
https://www.shimz.co.jp/company/about/
governance/pdf/151224.pdf

氏名 独立
役員 重要な兼職 選任理由等 2021年度

会議出席状況

社
外
監
査
役

石川 薫 ○
（学）川村学園 理事
（一社）日本外交協会 理事
ＳＭＫ（株）社外取締役
（公財）三菱ＵＦＪ国際財団 理事

長年にわたり、外交の分野で指導的な役割を果たし、外交官としての豊富な
経験・見識と国際情勢・ＳＤＧｓに関する専門的知見を有しており、これらを活か
して、グローバルな視点で当社の経営を客観的・中立的な立場から監視して
いただいていることから、社外監査役として適任と判断しています。

取締役会
17回/17回（100％）
監査役会
14回/14回（100％）

池永 肇恵 ○ 綜合警備保障（株）
社外取締役

長年にわたり行政に携わり、経済情勢や政策課題の分析、滋賀県副知事とし
ての地方自治体の運営、社会全体のダイバーシティ推進等の各分野で活躍
され、経済・経営分野の学識と幅広い経験・見識を有しており、これらを活か
して、客観的・中立的な立場から、当社の経営を監視していただいていること
から、社外監査役として適任と判断しています。

取締役会
13回/13回（100％）
監査役会
5回/5回（100％）
*第119期定時株主総会
にて選任以降の出席回数

四方 光 ○ 中央大学 法学部教授

長年にわたり警察行政に携わり、サイバーセキュリティを含めた安全・ 安心な
社会の維持向上に貢献され、また、大学教授としては、政策研究や教育・支援
に取り組み、法律・政策分野の学識と幅広い経験・見識を有しており、これら
を活かして、客観的・中立的な立場から、当社の経営を監視していただけるも
のと判断しています。

（2022年6月就任）

社外監査役の選任状況（2022年6月30日現在）

取締役および監査役の報酬等（2021年度）

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる

役員の員数（人）月額報酬
(12カ月分)

賞与
うち自社株式
取得目的報酬

取締役（社外取締役を除く） 742 672 70 13 9

監査役（社外監査役を除く） 64 64 ー ー 2

社外役員 99 99 ー ー 9

氏名 独立
役員 重要な兼職 選任理由等 2021年度

会議出席状況

社
外
取
締
役

岩本 保 ○ ゼビオホールディングス（株）
社外取締役

長年にわたる上場企業役員としての会社経営に関する豊富な経験と高い
見識を有しており、これらを活かして、客観的・中立的な立場から、当社の経
営を監督していただいていることから、社外取締役として適任と判断して
います。

取締役会
17回/17回（100％）

川田 順一 ○ ー

長年にわたり上場企業役員として会社経営に携わり、特に企業グループ経営
におけるコンプライアンスおよびコーポレート・ガバナンスの分野における豊
富な経験と高い見識を有しており、これらを活かして、客観的・中立的な立場
から、当社の経営を監督していただけるものと判断しています。

取締役会
13回/13回（100％）

田村 真由美 ○
協和キリン（株）
社外監査役

（株）LIXIL 社外取締役

長年にわたるグローバル企業における豊富な経営経験と高い見識を有し
ており、これらを活かして、客観的・中立的な立場から、当社の経営を監督し
てしていただいていることから、社外取締役として適任と判断しています。

取締役会
17回/17回（100％）

定塚 由美子 ○
東急不動産ホールディングス（株）
社外取締役
日本司法支援センター 理事

長年にわたり、厚生労働行政に携わった経験・見識、とりわけダイバーシ
ティ、女性活躍、働き方改革、人材開発に関する専門的知識・経験を有してお
り、これらを活かして、客観的・中立的な立場から、当社の経営を監督してい
ただいていることから、社外取締役として適任と判断しています。

取締役会
13回/13回（100％）

社外取締役の選任状況（2022年6月30日現在）
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政策保有株式に関する方針
① 保有方針

当社は、営業政策上の必要性がある場合、主に「取引先との信頼

関係の維持・強化」の目的で、政策保有株式として、取引先の株

式を保有します。主要な政策保有株式については、取締役会が

保有によって得られる当社の利益と取得額、株価変動リスク等

を総合的に勘案して取得の可否を判断しています。保有株式に

ついては、毎年、個別銘柄ごとに、株式保有に伴うコストやリス

ク、営業上の便益等の経済合理性を総合的に勘案のうえ、取締

役会にて、保有の必要性を検証し、取引先との信頼関係を確認

しながら、段階的に縮減を進め、資本の有効活用を図ります。

② 縮減状況

2021年度に売却した上場株式の銘柄数は18銘柄（一部売却を

含む）、売却額は128億円となり、2018年度から2021年度まで

に縮減した上場株式の銘柄数は48銘柄（一部売却を含む）、売

却額は615億円となりました。その結果、上場株式の銘柄数は、

2018年３月末時点の187銘柄から、2022年３月末時点では

152銘柄へ減少しています。

内部統制システムの整備状況
当社は、業務の適正を確保する体制を整備するため、「内部統制システム整備の基本方針」を取締役会で決議しています。

2021年度における内部統制システムの運用状況は、以下の通りです。

内部統制システム整備の基本方針
https://www.shimz.co.jp/company/about/governance/pdf/
int_control202103.pdf

コーポレート・ガバナンス報告書（更新：2022年6月29日）
https://www.shimz.co.jp/company/ir/management/
governance/pdf/cgr220629.pdf

また、この政策保有株式の売却代金の一部を原資として、2021

年度に200億円の自己株式取得を実施しました。

ステークホルダーとの建設的な対話に関する方針
当社では企業の持続的成長と価値向上のため、株主、機関投資

家、金融アナリストとの対話および情報開示を重要視しています。

決算説明会や海外IRミーティングには、社長をはじめとする経営

幹部が出席し、対話の充実を図っています。

また当社の事業戦略や経営環境を正しくご理解いただくた

め、現場見学会の実施や、コーポレートサイトを通じて適時かつ

公平な情報開示を行っています。

当社グループは、事業活動の遂行において直面し、あるいは事業活

動の中で発生し得る様々なリスクを認識し、的確な管理を行うことに

よって、その発生の可能性を低下させるとともに、発生した場合の損

失を最小限にとどめることにより、事業の継続的・安定的発展の確保

に努めています。中期経営計画〈2019‐2023〉においても、基本方

針に「ＥＳＧ経営の推進」を掲げ、「コンプライアンスの徹底とリスクマ

ネジメントの強化」を重要施策の一つとしています。 

当社は、リスク管理規程に基づき、社長が委員長を務めるリスク管理

委員会において、毎年度、全社の「重点リスク管理項目」を定めて各

部門の運営計画に反映させており、当該項目には、法令違反リスク

や安全・環境・品質に関するリスク等のESG要素も含まれています。

同委員会は、本社部門、各事業部門およびグループ会社における機

能別のリスク管理状況を定期的（年２回）にモニタリングし、必要に応

じて是正・改善措置を指示するとともに、新たなリスクへの対応を図

り、その対応状況を取締役会に定期的（年２回）に報告しています。 

なお、リスクとは、以下の観点から、当社グループの経営において 経

営目標の達成を阻害する要因すべてを指します。

・当社グループに直接または間接に経済的損失をもたらす可能性の

あるもの

・当社グループ事業の継続を中断・停止させる可能性のあるもの

・当社グループの信用を毀損し、ブランドイメージを失墜させる可能

性のあるもの

Governance ガバナンス

２０21年度活動実積 回数
金融アナリスト向け決算説明会　 5

金融アナリストとの個別ヒアリング 91

IRミーティング（国内機関投資家） 5

IRミーティング（海外機関投資家） 9

ESGアナリスト向けSDGs・ESG説明会 1

ESGエンゲージメント 3

SRミーティング（機関投資家 議決権行使担当者） 13

コンプライアンス体制

①コンプライアンスの徹底を図るため、役員・従業員を対象に教育・研修を継続的に実施しています。
②内部通報制度に基づき、企業倫理相談室、ハラスメント相談窓口および外部相談窓口の３つのコンプライアンス・ホットライン

を設置し、従業員に周知しています。また、その運用状況は企業倫理委員会、リスク管理委員会、監査役および取締役会に報告
しています。

③企業倫理委員会を年２回開催し、企業倫理・法令順守徹底に向けた施策の全社展開とフォローを図っています。
④本レポートP.48「コンプライアンス強化に向けた取り組み」に記載の通り、コンプライアンスのさらなる徹底に向け、継続して取

り組んでいます。

リスク管理体制

①リスク管理委員会を年２回開催し、当社および子会社から成る企業集団に重大な影響を及ぼすリスクを把握・分析するとともに、
重点リスク管理項目を設定し、そのフォローを行い、取締役会に報告しています。

②大規模地震発生時における連絡および初動体制を確認するため、取引業者や地域住民等社外関係者にも広く参加要請を行い、
震災訓練を定期的（年２回）に実施しています。

③海外安全対策として、海外緊急対策要綱に基づき危険情報を収集し、必要に応じて警備体制を強化するとともに、関係者に対す
る注意喚起および渡航制限を実施しています。

④情報セキュリティ施策の浸透と定着を図るため、役員・従業員を対象に教育・研修を継続的に実施するとともに、問題発生時には
関連部署間で情報共有のうえ、迅速に対応しています。

⑤新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、全社を挙げて事業継続のための対策を継続しています。

企業集団における
業務適正化の体制

①当社社長と子会社社長間で経営に関する情報共有等を行う会議を年２回開催するとともに、「子会社マネジメント規程」の定め
により、子会社の業務執行に係る重要事項について管理を行っています。

②監査計画に基づき、当社の監査部による子会社への内部監査を実施するとともに、監査役の派遣等を通じて、適宜、子会社の
適正な業務執行を監視しています。

監査役の監査の実効性
を確保する体制

①監査役を補助する専任組織である監査役室に常勤使用人を３名配置しています。
②「社長室会議」「事業部門長会議」「リスク管理委員会」「企業倫理委員会」など重要な会議に監査役会の指名した監査役が出席し

ています。

リスク情報

リスク情報

指示

指示

リスク管理委員会（委員長：社長）
定期開催
・重点リスク管理項目の決定
・リスク管理状況のモニタリング

（事務局）

本社：機能別リスク管理主管部門・部署

事業部門・グループ会社

リスク発生時は各部門が職制を通じて迅速かつ的確に対応するとともに、
本社主管部門に報告の上、指示を受ける

機能別会議・委員会
（安全・環境委員会、技術・品質委員会、企業倫理委員会、
デジタル戦略推進委員会、BCP推進委員会 等）

部
査
監

［定期・随時開催］
個別リスク発生時の対応策、
再発防止策などの審議・決定

リスク情報

連携

監査

監査

指示

リスク管理体制図

取締役会
報告監督

報告

社
長

リスク管理統括部署
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主に外部環境の変化に伴うリスク

主に業界特性・組織内部に起因するリスク

主なリスクの概要 主な対応策・取り組み

1
建設市場の縮小リスク
国内外の景気後退等により民間設備投資が縮小した場合や、財
政健全化等を目的として公共投資が減少した場合には、今後の
受注動向に影響を及ぼす可能性があります。

取締役会で建設事業の受注見通し、案件量を毎月フォローし、執行役員会議・事業部門長会議等に
おいて適宜必要な対策を指示しています。
2030年を見据えた長期ビジョン「SHIMZ VISION 2030」において非建設事業の拡充による収益
構造の転換を掲げ、中期経営計画〈2019‐2023〉によって事業推進しています。

2

建設資材価格および労務単価の変動リスク
建設資材価格や労務単価等が、請負契約締結後に予想を超えて
大幅に上昇し、それを請負金額に反映することが困難な場合に
は、建設コストの増加につながり、損益が悪化する可能性があり
ます。

工事請負契約の締結にあたって、原則として労務賃金・建設物価の変動に基づく請負代金の変更に
関する規定（スライド条項等）を採用するよう、発注者との協議に努めています。

3
取引先の信用リスク
発注者、協力会社、共同施工会社などの取引先が信用不安に
陥った場合には、資金の回収不能や施工遅延などの事態が発生
する可能性があります。

取引先に対する与信審査の徹底と継続的なモニタリングを行うとともに、当社グループの債権保全
が可能な契約の締結に努めています。

4

海外事業リスク
海外での事業を展開するうえで、進出国での政治・経済情勢、為
替、租税制度や法的規制等に著しい変化が生じた場合や、テロ・
戦争・暴動等の発生、資材価格の高騰および労務単価の著しい
上昇や労務需給のひっ迫があった場合には、工事の進捗や工事
損益に影響を及ぼす可能性があります。

海外事業展開にあたって、事業機会とともにカントリーリスク等も踏まえて地域や国を絞り込み、必要
な対策を図っています。

（主な取り組み）
・ 海外大型案件取り組み時の審査体制の強化　・ 契約リスク管理部署の設置
・ コンサルの活用等によるテロ対策の実施　・ 腐敗防止の取り組み

5
投資開発事業リスク
景気の減速による不動産市況の低迷や不動産ファンド等の破綻
など、投資開発分野の事業環境に著しい変化が生じた場合には、
業績に影響を及ぼす可能性があります。

企業体力に見合ったリスクの範囲内で事業を行うよう毎年度投資枠を設定するとともに、個別案件
の取り組みにおいては、投資取組基準に基づき、出口戦略（投資の回収計画）も含めて計画的に投資
を行っています。
取締役会で投資開発事業の進捗状況、投資残高、事業ポートフォリオ、時価評価を定期的にフォロー
し、必要な対策を図っています。

6

長期にわたる事業におけるリスク
PFI事業、再生可能エネルギー事業等の長期にわたる事業におい
て、諸物価や人件費、金利等の上昇、取引先の信用不安など、事
業環境に著しい変化が生じた場合には、業績に影響を及ぼす可
能性があります。

取締役会でＰＦＩ事業、再生可能エネルギー事業等の進捗状況を定期的にフォローし、必要な対策を
図っています。

7
投資有価証券の価格変動リスク
投資有価証券の時価が著しく下落した場合には、業績に影響を
及ぼす可能性があります。

毎年、個別銘柄ごとに、株式保有に伴うコストやリスク、営業上の便益等の経済合理性を総合的に勘
案のうえ、保有意義を見直し、取締役会にて、保有の必要性を検証したうえで、保有意義の低下した
銘柄は、原則として売却しています。

8
金利水準・為替相場の変動リスク
金利水準の急激な上昇、為替相場の大幅な変動等が生じた場合
には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

金融相場変動リスク管理規程に従い、リスク管理を行っています。
（主な取り組み）
・  固定金利による資金調達、金利スワップによる金利固定化による金利変動リスクの低減
・  為替予約、通貨スワップ、現地通貨による資金調達、外貨持高の調整による為替相場変動リスクの

低減

9

自然災害・感染症リスク
地震、津波、風水害等の自然災害や、感染症の世界的流行が発
生した場合は、当社グループが保有する資産や従業員に直接被
害が及び、事業活動に影響を及ぼす可能性があります。
災害規模が大きな場合には、受注動向の変化・建設資材価格の
高騰・電力エネルギー供給能力の低下等で事業環境が変化し、業
績に影響を及ぼす可能性があります。

ＢＣＰ推進委員会を設置し、ＢＣＰの継続的見直しや訓練計画の決定および実施状況のフォローを行っ
ています。

（主な取り組み）
・  首都直下地震、南海トラフ地震等の巨大地震を想定した震災訓練の定期的な実施
・  風水害発生時の行動基準の策定、風水害に関する従業員向け研修（ｅラーニング）の実施および風

水害を想定した訓練の実施
・  災害時情報共有システムの整備
・  非常用電源の確保および備蓄品の拡充
・  データセンターのバックアップ体制の構築
・  新型コロナウイルス感染拡大防止策として、テレワーク・スライド勤務の励行やワクチンの職域接種

を実施するとともに、感染状況に応じて出張やイベントへの参加、会食等に関する社内ルールを適
宜見直し、事業の継続に努めています。

10
サイバーリスク
標的型メールやマルウェアによるウイルス感染、不正アクセス等の
サイバー攻撃の被害にあった場合、事業活動や企業評価に影響
を及ぼす可能性があります。

デジタル戦略推進委員会を設置し、情報セキュリティに関する事項を審議し、必要な対策を図ってい
ます。

（主な取り組み）
・  従業員対象の標的型メール訓練の実施　・  社外公開サーバーの脆弱性診断
・  外部委託によるウイルスの常時監視　・  未知のマルウェア対策の実施

11
法令の新設・改廃等に係るリスク
社会や時代の変化により、新たな法規制の制定や法令の改廃等が
あった場合には、業績や企業評価に影響を及ぼす可能性があります。

事業活動に影響を及ぼす法令の新設・改廃等について適切に対応するため、関連規程・規則を整備
し、各種会議体・イントラネット等を用いた社内周知、社内教育・研修（ｅラーニングを含む）を実施して
います。

主なリスクの概要 主な対応策・取り組み

12

気候変動リスク
脱炭素社会への移行に向けて、建築物の新築時の各種規制の強
化や炭素価格付けの導入等がなされた場合、また気候変動の物
理的影響として、平均気温の上昇や気象災害が頻発・激甚化した
場合、事業活動に影響を及ぼす可能性があります。

2019年10月にＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言への賛同を表明し、2020年から毎
年、気候変動に関するリスクと機会を分析・開示するとともに、気候変動への対策を図っています。

（主な取り組み）
・  気候変動関連のリスクと機会について、取締役会で事業戦略との整合性を確認
・  SＤＧｓ・ＥＳＧ推進委員会（委員長：社長）を設置し、気候変動を含む地球環境問題に関する基本的な

方針・施策を審議・決定
・  環境ビジョン「SHIMZ Beyond Zero 2050」、ＣＯ₂排出量削減の中長期目標「エコロジー・ミッ

ション2030‐2050」を掲げ、2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、活動を推進
・  気象災害の頻発・激甚化に対し、グループ会社や協力会社を中心にサプライヤーとの連携を強化

13
退職給付債務に関わるリスク
年金資産の時価の下落および割引率など退職給付債務の数理
計算上の前提を変更する必要が生じた場合、業績に影響を及ぼ
す可能性があります。

年金資産運用委員会を設置し、資産運用実績や財政決算シミュレーション等について審議を行い、
年金資産運用に関する基本方針ならびに政策的資産構成割合の見直し・改定を実施するとともに、
委託先の運用機関による運用状況について適切なモニタリングを行い、毎年、取締役会に報告して
います。

主なリスクの概要 主な対応策・取り組み

1

重大事故や契約不適合等のリスク
設計、施工段階における技術・品質面での重大事故・不具合や人
身事故、環境事故が発生し、その修復に多大な費用負担や施工
遅延が生じたり、重大な契約不適合となった場合には、業績や企
業評価に影響を及ぼす可能性があります。

「安全第一」「人命尊重」「顧客第一」「品質確保」「環境保全」の事業姿勢を社内で共有し、安全と品質
への意識向上を図っています。

（主な取り組み）
・  技術・品質委員会、安全・環境委員会の設置
・  建設業労働安全衛生マネジメントシステム（ＣＯＨＳＭＳ）の運用、安全衛生管理基本方針の制定、全

社安全衛生計画の策定
・  ＱＭＳ（品質マネジメントシステム）の実施、品質方針の策定、ＣＳ（顧客満足）推進活動の実施
・  EMS（環境マネジメントシステム）の実施、環境基本方針の策定
・  事故・不具合事例のフィードバック、全社水平展開、PDCAの実施

2
個人情報・機密情報漏洩リスク
事業活動において取得した個人情報、機密情報が漏洩した場
合には、業績や企業評価に影響を及ぼす可能性があります。

「プライバシー・ポリシー」の制定や個人情報保護規程等の整備、全社個人情報保護管理者の設置に
より、個人情報の適切な管理を実施するとともに、情報セキュリティリスクに対応するため、各種取り
組みを実施しています。

（主な取り組み）
・  「情報セキュリティガイドライン」の適宜見直し
・  「情報セキュリティハンドブック」の配布、デジタルサイネージを利用した啓発
・  情報セキュリティｅラーニング、情報セキュリティ監査の定期的実施
・  日本シーサート協議会への加盟とＣＳＩＲＴ体制によるインシデント対応

3

法令違反リスク
当社グループの主な事業分野である建設業界は、建設業法、建
築基準法、宅地建物取引業法、国土利用計画法、都市計画法、独
占禁止法、さらには安全・環境、労働、ハラスメント関連の法令等、
様々な法的規制を受けており、当社グループにおいて違法な行
為があった場合には、業績や企業評価に影響を及ぼす可能性が
あります。

社是「論語と算盤」を拳拳服膺し、グループ全体で倫理意識の涵養とコンプライアンスの徹底を図っ
ています。

（主な取り組み）
・  「企業倫理行動規範」の制定
・  各種法令等に適切に対応するための関連規程類・社内体制の整備
・  企業倫理委員会（委員長：社長）、企業倫理室の設置、内部通報制度（相談連絡先：企業倫理相談室、 

ハラスメント相談窓口、 外部相談窓口）、内部監査体制の整備等、コンプライアンス推進体制の構築
・  経営幹部向け企業倫理研修の定期的実施（グループ会社幹部含む）
・  全従業員へのコンプライアンス研修（ｅラーニング含む）を毎年実施
・  独占禁止法順守プログラムや行動規準等の整備、独占禁止法違反行為に対する再発防止策の継

続実施
・  社内媒体（社内報・法務ニュース等）を通じた啓発
・  グループ会社も当社に準じてこれらの取り組みを実施

4

中長期的な担い手不足リスク
建設業の担い手である技能労働者の高齢化が進んでおり、団塊
世代が大量離職するまでに、新規入職者の増加による世代交代
が進まない場合、生産体制に支障をきたし、事業活動や業績に影
響を及ぼす可能性があります。

官民連携のうえ、担い手の確保・育成、処遇改善、建設業界の魅力向上等に取り組んでいます。
（主な取り組み）
・  適正な請負代金と工期の確保
・  協力会社を通じた技能労働者の賃金水準の向上、社会保険加入促進
・  週休二日推進
・  協力会社への入職支援、優良技能者の表彰・手当支給、多能工化支援
・  女性の活躍推進
・  建設業の魅力をＰＲする広報活動
・  建設キャリアアップシステムの普及・推進
・  省人化工法・建設ロボットの開発・採用、ICTの活用を含む生産性向上の取り組み
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事業等のリスクへの対応



コンプライアンスに関する従業員の意識向上、税務ガバナンス

体制の維持に努めています。

・  当社は、適正な税務方針に従い、各国の経済および社会発展

に資する応分の負担を行うことが、すべてのステークホルダー

の支持と信頼に応えることにつながると理解しています。

行動規範と社内体制

企業倫理行動規範

当社は、渋沢栄一翁の教えである「論語と算盤」を社是としてい

ます。倫理と営利の追求という二つの行為を両立させること、す

なわち、厳しい倫理観のもとに、社会やお客様に喜んでいただけ

る良い仕事をすれば、必ず社業は発展するという信念を持って、

事業活動を行うことに努めています。企業の社会的責任が強く

求められる時代の中で、当社では、役員・従業員全員が、「論語と

算盤」を日頃からよく理解し、その精神にのっとった行動ができる

よう「企業倫理行動規範」を制定し、同規範に基づき、公正な入札

（独占禁止法の順守等）の実施、贈収賄や不正経理を含む腐敗

防止、人権、労働、環境をテーマとしたコンプライアンス研修を毎

年全従業員に実施し、周知徹底を図っています。

社内体制の整備

役員・従業員による「企業倫理行動規範」の徹底と実践的運用を

行うため教育・研修を実施するとともに企業倫理担当役員の任

命、企業倫理委員会・企業倫理室・企業倫理相談室の設置、内部

通報制度の確立等、社内体制を整備しています。

個人情報の適正管理

建設業は、事業活動を通して、お客様や協力会社などの個人情

報、従業員の個人情報などを保持しています。

当社では「プライバシー・ポリシー」を制定し、同ポリシーに基づ

いて、必要かつ適切な安全管理措置を講じ、マイナンバーを含む

個人情報の適正な管理を実施しています。

内部通報制度

贈収賄や不正経理を含むコンプライアンス上の問題について、

発生事実を可能な限り早期に把握し、自浄作用を高めることを

目的として、内部通報制度を整備しています。

コンプライアンス強化に向けた取り組み

当社グループの役員・従業員が、社是である「論語と算盤」の精神

にのっとって具体的な行動ができるよう、倫理意識の涵養とコン

プライアンスの徹底に資する諸施策を継続して推進しています。

1．経営トップが率先して倫理意識の涵養とコンプライアンスの

徹底を図る

①経営幹部向け企業倫理研修（当社役員が受講後に、当社従

業員および子会社の役職員にイントラネットで公開）

・  安岡定子氏「論語を実践に活かす」、渋沢史料館 井上潤氏

「論語と算盤の実践」

②コンプライアンスｅラーニング研修（「独占禁止法の順守」を

含む）

２．工事の入札に係る行動規準の周知徹底（当社および建設事

業系子会社を中心に推進）

役員・従業員に対して研修・ヒアリングを実施し行動規準を周

知徹底するとともに、個別案件について必要に応じ外部弁護

士などによるヒアリング等を実施。

企業倫理行動規範
https://www.shimz.co.jp/company/ir/management/
governance/pdf/202005.pdf

税務方針
基本的な考え方

・  当社は「論語と算盤」の社是のもと、高い企業倫理観に基づい

たコンプライアンス経営を実践するために定めた「企業倫理行

動規範」にのっとり、企業会計の透明化、健全化に努めるととも

に、税務に関しても、各国の関連法令等の順守と、適正な納税

を行うことが企業の社会的な責務であるとの認識のもと、税務

税務方針
https://www.shimz.co.jp/company/csr/tax/

コンプライアンス

ESG経営の
さらなる推進に向けて

会長として、トップ営業の一翼を担う一方で、事業経営につい

ては社長を筆頭とする執行役員の皆さんが執り行っていますの

で、私は財界・業界活動や、社会福祉法人清水基金および一般

財団法人住総研などを通じた社会貢献活動により、当社がリー

ディングカンパニーとして社会的責任を果たしていくことに注力

しています。

対外活動の中では、特に、一般社団法人日本建設業連合会の会

長として、建設業界を牽引する立場から、業界が抱える課題の解

決に向けた活動に力を入れています。様々な課題を正面から受

け止め、業界全体が健全に発展していくことが、結果として当社

の発展にも大きく寄与するものと考えています。

また日本建設業連合会以外の活動も含め、対外活動から得られ

た知見や情報を、適宜、当社の経営にフィードバックし事業活動

に活かしていくことが、ESG経営の推進も含め、当社のESG経営

の推進に確実に資するものと捉えています。

そして会長としてのもう一つの重要な役割が、取締役会議長で

す。就任以来、当社のガバナンス向上、とりわけ取締役会の実効

性向上に継続して取り組んでいます。

当社は、「論語と算盤」の社是のもと、事業活動を通じて社会的

責任を果たすことで、株主・投資家をはじめお客様・従業員・地域

社会等のステークホルダーの皆様からの信頼を高め、持続的な

成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、迅速性・効率性・

透明性の高い、適正・適法な経営を目指しています。

このため、経営戦略決定・経営監督機能と、業務執行機能の分離

を基本に、それぞれの職務執行を取締役会および監査役会が的

確に監督・監査する体制を築くこと、併せてすべての取締役、執

行役員、監査役および従業員が高い倫理観に基づいたコンプラ

宮本 洋一
代表取締役会長

イアンス経営を実践することを、コーポレート・ガバナンスの基本

に据えています。

毎年実施している取締役会の実効性評価において抽出された

検討課題については、継続的に改善を図っていくことにしていま

す。今年度は、経営戦略に関する議論の拡充、社外取締役・社外

監査役と経営陣とのコミュニケーションのさらなる促進、取締役

会や指名報酬委員会などガバナンス体制に関する議論の拡充、

リスク対応に関する取締役会への報告内容の充実などの課題

について、ＰＤＣＡのサイクルを回して改善を進めています。

そして、後継者育成を含む人財育成を中心とした人財戦略や、経

営戦略・方針に関する意見交換および議論をさらに充実させる

ためには、取締役会のほか、インフォーマルな議論の場も広げる

ことが必要と考えています。

特に人的資本経営を考えて行くうえで、建設事業を中心としつ

つ新規事業領域の確立も進める当社の生命線は、「人」と「技術」

です。そして、VUCAの時代を生き抜くための知恵や着想は、その

「人」すなわち人財の多様性があってこそ創出されるはずです。

その意味で、中核人財の多様性の確保もまた、事業競争力の強

化だけでなく、企業統治の面でも重要な課題と考えます。中で

も喫緊の課題として、女性管理職の登用については、執行サイド

で長期的・計画的な視点に基づいて具体策を立てて推進し、取

締役会において着実にチェック・フォローしていきたいと考えて

います。

今年度の株主総会で選任された、次ページ以降に記載の取締役

の皆さんとともに、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図

り、ESG経営を推進していきます。
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Governance ガバナンス

代表取締役会長、取締役会議長より



※1 取締役 清水基昭は、非業務執行取締役で、指名報酬委員会委員長です　

※２ 取締役 岩本保、同 川田順一、同 田村真由美および同 定塚由美子は、非業務執行の独立社外取締役です

宮本 洋一
代表取締役会長

岩本 保※２

取締役

藤村 広志
取締役副社長
副社長執行役員
営業総本部長
夢洲プロジェクト室 営業担当

今木 繁行
代表取締役副社長
副社長執行役員
建築総本部長
グローバル事業推進室長

田村 真由美※２

取締役

清水 基昭※1

取締役

井上 和幸
代表取締役社長　
社長執行役員

川田 順一※２

取締役

池田 謙太郎
代表取締役
専務執行役員
土木総本部長
安全環境担当

山地 徹
取締役副社長
副社長執行役員
イノベーション担当
フロンティア開発担当
新規事業担当
LCV事業担当

定塚 由美子※２

取締役

半田 公男
代表取締役副社長
副社長執行役員
管理部門担当
SDGs・ESG担当
企業倫理室長

渡邊 英人
監査役（常勤）

松岡 功一
監査役（常勤）

石川 薫※３　
監査役（非常勤）

池永 肇恵※３

監査役（非常勤）
四方 光※3

監査役（非常勤）

役員一覧
https://www.shimz.co.jp/company/about/officer/

※３ 監査役 石川薫、同 池永肇恵および同 四方光は独立社外監査役です

氏名

特に期待するスキル（知識・経験・能力等）

企業経営 論語と算盤※4

ESG
人財開発

ダイバーシティ グローバル DX 生産・技術 営業
マーケティング 財務・会計 法務

リスクマネジメント

宮本　洋一 ● ● ● ● ● ●

井上　和幸 ● ● ● ● ● ● ●

今木　繁行 ● ● ● ● ● ●

半田　公男 ● ● ● ● ●

藤村　広志 ● ● ●

山地　徹 ● ● ● ● ●

池田　謙太郎 ● ● ● ● ● ●

清水　基昭 ● ● ● ● ●

岩本　保 ● ● ● ● ●

川田　順一 ● ● ● ● ●

田村　真由美 ● ● ● ● ●

定塚　由美子 ● ● ●

※4 「論語と算盤」は当社の社是です

取締役のスキル・マトリックス
当社は、経営環境の変化に即応し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、取締役会の適正な規模と多様性を確保した上で、
各取締役が有する知識、経験、能力等を有機的に組み合わせることで、取締役会全体の最適化とその機能の最大発揮を目指しています。
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取締役一覧 （2022年6月30日現在） 監査役一覧 （2022年6月30日現在）



社長執行役員

井上 和幸

副社長執行役員

今木 繁行
建築総本部長
グローバル事業推進室長

半田 公男
管理部門担当
SDGs・ESG担当
企業倫理室長

藤村 広志
営業総本部長
夢洲プロジェクト室 営業担当

山地 徹
イノベーション担当
フロンティア開発担当
新規事業担当
LCV事業担当

専務執行役員

池田 謙太郎
土木総本部長 
安全環境担当

堤 義人
建築総本部 副総本部長
東京支店長 生産性向上推進担当

大西 正修
建築総本部 設計本部長

関口 猛
エンジニアリング事業担当
LCV事業本部長 
情報統括担当

羽田 宇男
総務担当
法務担当
危機管理担当
グループ会社担当
企業倫理相談室長

石水 功一
関西圏担当
夢洲プロジェクト室長

常務執行役員

東 佳樹
コーポレート企画室長
人事制度改革担当

新村 達也
名古屋支店長

山下 浩一
関西支店長
夢洲プロジェクト室 建築担当

山﨑 明
建築総本部 生産技術本部長
建築総本部 購買担当
技術担当
知的財産担当

末永 俊英
営業総本部 
関西圏 建築営業担当
夢洲プロジェクト室 副室長

森井 満男
東京支店 支店長補佐

瀧口 新市
フロンティア開発室長
営業総本部 営業担当

鷲見 晴彦
投資開発本部長

齊藤 武文
土木東京支店長

清水 康次郎
東北支店長

佐々木 暢彦
営業総本部 土木営業本部長

加藤 和彦
営業総本部 
土木営業本部
大型プロジェクト推進担当

執行役員

中川 收
北海道支店長

大橋 成基
横浜支店長

坂尾 彰信
九州支店長

大迫 一也
土木国際支店長

原田 知明
千葉支店長

藤田 仁
国際支店長

金子 美香
環境経営推進室長
コーポレート企画室 
SDGs・ESG推進部長

榊間 隆之
建築総本部 
設計本部 副本部長 構造担当

横山 秀雄
営業総本部 
第一建築営業本部長

藤本 裕之
建築総本部 設計本部 副本部長
建築総本部 設計本部 
プロポーザル・ソリューション
推進室長
 
伊藤 卓也
グローバル事業推進室 副室長

兵藤 政和
財務担当
IR担当

古矢 徹
シミズ・アメリカ社 社長

松橋 貞雄
土木総本部 技術担当

野田 徹
土木総本部 技術担当

山田 安秀
コーポレート企画室 
環境・エネルギー担当
営業総本部 営業担当

澤畑 克実
営業総本部 街づくり推進室長
 
大西 直巳
関西圏 土木担当
夢洲プロジェクト室 土木担当
 
竹中 康博
四国支店長

掛川 秀史
技術研究所長

淺見 二三夫
営業総本部 
第二建築営業本部長

都築 顕司
土木総本部 土木企画室長

中原 俊之
北陸支店長

村田 広
人事部長 
働き方改革担当
 
岩垣 尚樹
広島支店長

青木 徹
建築総本部 設備本部長

小林 義郎
営業総本部 
中部圏 建築営業担当

湯原 克佳
建築総本部 建築企画室長
建築総本部 
ものづくり研修センター長
建築総本部 東京木工場担当
潮見プロジェクト室長

一般社団法人企業アクセシビリティ･コンソーシアム（ACE）に参画
ACEは、障がい者の雇用と就業の質の向上を目指すことに賛同した企業によるコンソーシアム

です。各企業の人事担当者や障がいのある社員向けセミナー、ワークショップを開催、全体での

フォーラム、アワード等も開催し、新たな障がい者雇用モデルの確立を目指しています。当社もそ

の理念に共感し、積極的に参画しています。

2018年には、会長の宮本が理事に就任。ＡＣＥの活動を牽引するとともに、当社の社内において

も障がいのある従業員の雇用・活躍に向けた取り組みを促進しています。

TSUNAGIの森プロジェクト
当社は、静岡県と、豊かな森づくりを社会全体で支える仕組みの実現に向けた「しずおか未来の森

サポーター制度」に基づく協定を締結し、静岡市内の森において、下草刈り、間伐、植栽等の整備

を行い、森の若返りを図る活動を行っています。当制度は、CSR活動の一環として森づくり活動を

行う企業を「しずおか未来の森サポーター」に認定するもので、当社は、今後5年間かけて0.3ｈａの

範囲を段階的に整備する計画です。また同時に、参加した子どもたちに対し、森林環境教育なども

行っています。

パラスポーツの普及を推進
当社では、2014年より全国各地でパラスポーツ体験会を開催し、多くの子どもたちにパラスポー

ツの魅力を伝えています。パラスポーツのボッチャの楽しさや魅力を伝えるために、先端のテクノ

ロジーによりエンターテインメント性を持たせた「CYBER BOCCIA S®」※の開発協力も行ってい

ます。今後も引き続きパラスポーツの普及を通じて、誰もが輝き続けられるインクルーシブな社会

の実現を目指していきます。 
※CYBER BOCCIA Sは、日本における清水建設（株）の登録商標です

社会貢献活動の基本理念

上記、基本理念に基づき、「地球環境」「教育」「文化・芸術」「ソーシャルインクルージョン」の4つを社会貢献活動の重点取り組み分野に定

めて、積極的に地域社会に貢献する活動を行っています。また、経団連１％（ワンパーセント）クラブの趣旨に賛同し、経常利益の１％を目

安に、自主的に社会貢献活動に活かすことを目標としています。2021年度の社会貢献活動支出額対経常利益率（単体）は、1.89％（社会

貢献活動支出額8.3億円／経常利益439億円）でした。下記に紹介している活動以外にも、当社と関わりの深い（福）清水基金および（一

財）住総研への支援活動、さらには（一財）清水育英会の活動など様々な取り組みを行っており、これらに係わる支出も、社会貢献活動支

出額に含めています。

ACEフォーラム2021開催時
※前列　左から当社宮本会長、（公財）日本財団
田口氏、セコム（株）中山会長
後列　日本アイ・ビー・エム（株）山口社長

プロジェクト参加者の集合写真

CYBER BOCCIA Sを体験する子どもたち

社是である「論語と算盤」、
コーポレートメッセージ「子どもたちに誇れるしごとを。」などの考え方に沿って、
豊かな地球とそこに住むすべての人々が幸せに暮らす未来社会をつくるために、

企業市民として積極的に社会・地域に貢献する。
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